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保育所・認定こども園・小規模保育施設等 

１．子ども・子育て支援新制度について 

                     幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を 

                   進める〔子ども・子育て支援新制度〕が、平成２７年４月にスタートし 

                     ました。新制度では、保育所や認定こども園等の利用を希望する場合に 

                は、教育認定もしくは保育認定の申請が必要となります。  

                   【支給認定】  

                  乳幼児の年齢、保護者の就労状況、家庭状況から市が客観的基準に 

           基づき保育の必要性を判断し、認定区分ごとの「認定証」を交付します。 

               交付された認定区分により、利用を希望できる施設が決まります。 

年齢
 

保育の必要性
 

認定区分
 

利用時間
 

利用を希望できる施設
 

申請書の提出先

満３歳

以上  

教育を希望  

する場合  
1号認定 教育認定 教育標準時間  

認定こども園・

新制度に移行した幼稚園 
各施設 

保育を希望  

する場合  

 ２号認定 

 保育認定 

保育標準時間  
保育所・認定こども園

市役所保育課 
保育短時間  

満３歳   

未満
  ３号認定 

保育標準時間  保育所・認定こども園  

・小規模保育施設保育短時間  

※新制度に移行していない幼稚園を利用する場合は認定証の交付を受ける必要はありません。 

※“小学校入学前の幼児教育”や“集団生活に慣れさせるため”といった目的で保育を希望することはできません。  

【保育の必要量】  

保育を必要とする事由や保護者の状況に応じ、次のいずれかに区分されます。  

保 育 標 準 時 間：最長 11 時間（両親のフルタイム就労等を想定した利用時間）  

保  育  短  時  間：最長 8 時間（両親またはいずれかの就労等が短く 8：30～16:30の利用時間で収まる場合）  

※就労等の実態に合わせ、保育標準時間・保育短時間の変更が可能です。所定の手続き（本冊子１５ページ参照）が 
必要になりますので、入所中の保育施設へお申し出ください。市が届け出を受理した月の翌月からの適用となります。 

○保育標準時間の場合

○保育短時間の場合

保育利用時間＝最長８時間

７：００ １６：３０ １８：００

延長保育

保育利用時間＝最長１１時間

延長保育

１９：００

通常保育

８：３０

延長保育

１６：３０ １８：００８：３０

延長保育

１９：００

通常保育

７：００
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保育所・認定こども園・小規模保育施設等 

１．子ども・子育て支援新制度について 

                     幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を 

                   進める〔子ども・子育て支援新制度〕が、平成２７年４月にスタートし 

                     ました。新制度では、保育所や認定こども園等の利用を希望する場合に 

                は、教育認定もしくは保育認定の申請が必要となります。  

                   【支給認定】  

                  乳幼児の年齢、保護者の就労状況、家庭状況から市が客観的基準に 

           基づき保育の必要性を判断し、認定区分ごとの「認定証」を交付します。 

               交付された認定区分により、利用を希望できる施設が決まります。 

年齢
 

保育の必要性
 

認定区分
 

利用時間
 

利用を希望できる施設
 

申請書の提出先

満３歳

以上  

教育を希望  

する場合  
1号認定 教育認定 教育標準時間  

認定こども園・

新制度に移行した幼稚園 
各施設 

保育を希望  

する場合  

 ２号認定 

 保育認定 

保育標準時間  
保育所・認定こども園

市役所保育課 
保育短時間  

満３歳   

未満
  ３号認定 

保育標準時間  保育所・認定こども園  

・小規模保育施設保育短時間  

※新制度に移行していない幼稚園を利用する場合は認定証の交付を受ける必要はありません。 

※“小学校入学前の幼児教育”や“集団生活に慣れさせるため”といった目的で保育を希望することはできません。  

【保育の必要量】  

保育を必要とする事由や保護者の状況に応じ、次のいずれかに区分されます。  

保 育 標 準 時 間：最長 11 時間（両親のフルタイム就労等を想定した利用時間）  

保  育  短  時  間：最長 8 時間（両親またはいずれかの就労等が短く 8：30～16:30の利用時間で収まる場合）  

※就労等の実態に合わせ、保育標準時間・保育短時間の変更が可能です。所定の手続き（本冊子１５ページ参照）が 
必要になりますので、入所中の保育施設へお申し出ください。市が届け出を受理した月の翌月からの適用となります。 

○保育標準時間の場合

○保育短時間の場合

保育利用時間＝最長８時間

７：００ １６：３０ １８：００

延長保育

保育利用時間＝最長１１時間

延長保育

１９：００

通常保育

８：３０

延長保育

１６：３０ １８：００８：３０

延長保育

１９：００

通常保育

７：００

 

 ＭＥＭＯ 

【保育を必要とする事由】  
 保育認定に当たっては、申請する児童と同じ住所で暮らす１８歳以上６５歳未満である全ての方が、

次のいずれかに該当することが必要です。  

事由 具体的な内容 認定期間 保育の必要量  

ア  就労  

就労（パートタイム、夜間、自営業、居宅内の

労働等を含む）を、月に６４時間以上すること

を常態としていること  

最長３年間       

（事由継続で就学前まで） 

保育標準時間  

保育短時間  

イ  妊娠・出産  妊娠中であるか、出産後間がないこと  

出産予定日の前４２日の属す

る月初日から産後５６日の属

する月末日まで 

ウ  
保護者の疾

病・障がい  

疾病・負傷し、または精神的・身体的に障がい

を有していること  

最長３年間       

（事由継続で就学前まで） 
エ  介護・看護  

長期にわたる病人や心身に障がいのある人が 

いるため、その人の介護・看護に当たっている

こと  

オ  災害復旧  
震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当た

っていること 

カ  求職活動  
求職活動を継続的に行っていること（起業準備

を含む）  ３ヶ月 

キ  虐待、ＤＶ等  
虐待やＤＶの恐れがあるなど、社会的擁護が必

要な場合  
最長３年間       

（事由継続で就学前まで） 

ク  就学  
専修学校やこれに準ずる教育施設に在学して 

いること、または職業訓練を受けていること  
在学期間内 

ケ  育児休業  
既に保育所等に在園する児童がおり、年少児童

の育児休業に入る場合 ※新規入所の児童は

該当しません

原則、育児休業開始から年少

児童が満１歳になる月末日 
保育短時間  

コ  
特例による  

場合  
その他、上記に類する状態として市長が認める

場合  
最長３年間         

（事由継続で就学前まで） 

保育標準時間  

保育短時間  
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２．保育所・認定こども園・小規模保育施設等の利用申込みについて   

【申込みから入所までの流れ】※１回の利用申請で年度内（２月入所まで）は有効となります。 

 

 

利用調整の結果と併せて送付します。途中月入所は随時交付します。 

 

      入園案内や入園願書、支給認定の申請書

類は、直接、各施設へお問い合わせくだ

さい。  
 

 

準備 

保育のしおりや申請書類は、市役所保育

課窓口もしくはホームページで配布して

います。 

教育認定（１号認定） 保育認定（２号・３号認定） 

       各施設に入園申込み  
            ↓ 
         施設からの内定 
 

 

入園申込 

市役所保育課に申請書類を提出       各施設に支給認定の申請書類を提出  
↓ 

      各施設が市役所へ提出  
 

支給認定

の申請 

      提出された書類をもとに、保育の必要性を確認します。 
      書類の不足や不備がある場合は追加提出を求める場合があります。 
     

市による 

確認・認定 

児童の面接 

児童の面接 

（４月入所） 

認定の交付 

       入所案内または入所説明会（４月入所については例年３月頃）のち、入所 

     ４月入所は１２月から実施、途中月入

所は毎月１０日以降に実施 

市による 

利用調整 

     ４月入所は２月中旬頃、途中月入所は

毎月２０～２５日を目処に発送 
結果送付 

     利用調整後、定員に空きがある場合に

実施します。 
あっせん

 

児童の面接

（途中月入所） 

入所決定 
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２．保育所・認定こども園・小規模保育施設等の利用申込みについて   

【申込みから入所までの流れ】※１回の利用申請で年度内（２月入所まで）は有効となります。 

 

 

利用調整の結果と併せて送付します。途中月入所は随時交付します。 

 

      入園案内や入園願書、支給認定の申請書

類は、直接、各施設へお問い合わせくだ

さい。  
 

 

準備 

保育のしおりや申請書類は、市役所保育

課窓口もしくはホームページで配布して

います。 

教育認定（１号認定） 保育認定（２号・３号認定） 

       各施設に入園申込み  
            ↓ 
         施設からの内定 
 

 

入園申込 

市役所保育課に申請書類を提出       各施設に支給認定の申請書類を提出  
↓ 

      各施設が市役所へ提出  
 

支給認定

の申請 

      提出された書類をもとに、保育の必要性を確認します。 
      書類の不足や不備がある場合は追加提出を求める場合があります。 
     

市による 

確認・認定 

児童の面接 

児童の面接 

（４月入所） 

認定の交付 

       入所案内または入所説明会（４月入所については例年３月頃）のち、入所 

     ４月入所は１２月から実施、途中月入

所は毎月１０日以降に実施 

市による 

利用調整 

     ４月入所は２月中旬頃、途中月入所は

毎月２０～２５日を目処に発送 
結果送付 

     利用調整後、定員に空きがある場合に

実施します。 
あっせん

 

児童の面接

（途中月入所） 

入所決定 

 

◇保育のしおり、申請書類の配布 ※保育のしおり、申請書は八潮市ホームページからダウンロード可能です。 

日程 配布場所 

令和５年１０月６日（金） 市役所２階 第２会議室 
午前９時００分～午後５時００分 

令和５年１０月１０日（火） 八潮メセナ・アネックス（八潮市民文化会館駅前分館） 
多目的ホール 午前９時００分～午後５時００分 

令和５年１０月１１日（水）以降 市役所２階 保育課窓口 
午前８時３０分～午後５時１５分 

注意事項：八潮メセナ・アネックスは駐車場がありませんので、公共交通機関でお越しください。  

◇受付期間・場所  

一次受付（当日面接あり※）                ※郵送での提出は受付できません。 

入所希望月 受付期間（書類持参） 受付場所・受付時間 

令和６年４月 令和５年１１月１６日（木）
から２０日（月）の５日間 

やしお生涯楽習館１階（展示コーナー及び多目的ホール） 
午前９時３０分～午後５時００分 

※当日は１歳児クラス以上の入所を希望する児童については、面接を行います

を行います

ので、児童同伴で母子健康 

手帳をお持ちください。 ０歳児クラスについては、内定後、内定した施設で面接 。 

なお、０歳児クラスで面接を希望される場合は、受付時にお申し出ください。 

注意事項： 例年、初日や午前中は大変混み合いますが、施設への入所決定は受付の先着順ではありません。  

          

二次受付（当日面接なし）                 ※郵送での提出は受付できません。 

入所希望月 受付期間（書類持参） 受付場所・受付時間 

令和６年４月 令和５年１１月２１日（火）から 

令和６年１月１０日（水）まで 
市役所２階 保育課窓口 
午前８時３０分～午後５時１５分 

注意事項： 二次受付の対象となるのは、一次受付期間中に申請ができなかった児童です。 

      一次受付の選考後に、入所枠に空きがあった場合のみ、二次受付の児童の選考を行います。 

 
  
【令和６年度途中月入所】  
◇受付期間・場所 
入所希望月  受付締切（書類持参）  受付場所・受付時間 

令和６年５月  令和６年４月１０日（水）  
 
 
 
 
 

６月  ５月１０日（金）  
７月  ６月１２日（水）  
８月  ７月１０日（水）  
９月  ８月１２日（月）  

１０月  ９月１１日（水）  
１１月  １０月１０日（木）  
１２月  １１月１１日（月）  

翌年１月  １２月１１日（水）  
２月  翌年１月１０日（金）  

注意事項：郵送での提出は受付しません。施設への入所決定は受付の先着順ではありません。  

◇面接の実施について 
　４月入所申請時に体調不調などの理由で面接が実施できなかった場合は、後日、必要に応じて市からご連絡

します。途中月入所については、必要に応じて随時面接を実施します。面接時における児童の状況や体調等に

よっては、再度面接を行う場合があります。
 

市役所２階 保育課窓口 

午前８時３０分～午後５時１５分 

 
 

※３月は入所選考を行っておりません。 

 

※未出生児の途中月入所は行っておりません。 

 

【令和６年４月入所】 
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【申込みに必要な書類】                               

（1） すべての方に提出していただく書類     

１ 子どものための教育・保育給付認定申請書 兼 保育の利用申込書  

２ 個人番号（マイナンバー）申告書 ※ 

※提出時に、本人確認（番号確認及び身元確認）が必要となります。詳しくは、申告書をご確認ください。 

 

（2） 保育を必要とする事由が確認できる書類  

　保育を必要とする事由（本冊子２ページ）が確認できる書類については、申請する児童と同じ住所 

で暮らす１８歳以上６５歳未満である全ての方の書類が必要です。また、証明書類は申込日より３ 

か月以内に発行されたものに限ります。  

保育の必要性 必要な提出書類

ア 就労
就労証明書（変則就労の場合はシフト表を添付すること、また自営業の場合は、営業許可

証・開業届・最新の確定申告書の写しのいずれかひとつを添付すること） 

イ 妊娠・出産 母子健康手帳（生まれる子のもの）の表紙及び出産予定日が確認できるページの写し 

ウ
保護者の

疾病・障がい

診断書（保育を行うことが困難であると明記があるもの）または身体障害者手帳・精神障害

者保健福祉手帳・療育手帳等の持ち主及び疾病・障がいの内容が確認できるページの写し 

エ 介護、看護
介護（看護）を受ける方の診断書（原本）または身体障害者手帳の写し、介護（看護）の状

況が確認できる書類 

オ 災害復旧 申立書または罹災証明書等 

カ 求職活動 求職カードの写しまたは雇用保険受給者資格証の写し 

キ 虐待、ＤＶ等 配偶者からの暴力被害者の保護に関する証明書等 

ク 就学 在学証明書または学生証の写し、時間割等 

ケ 育児休業 ※新規入所の児童は該当しません

コ 特例による場合 市が必要と認める書類（各事由ごと） 

 

（3） その他世帯の状況により提出していただく書類  

保育所入所選考基準の調整指数表（本冊子１０ページ）に基づき指数が加算される場合があります。 

調整指数表 必要な提出書類

調整指数１・２ 資格証の写し 

調整指数５ 受給者証の写し 

調整指数１０ 就労証明書・疾病、介護対象者等であることが分かるもの 

調整指数１１～１４ 該当する方の手帳の写し又は診断書 

調整指数１５ 幼稚園又は認可保育施設に併設する認可外保育施設に在園する兄弟姉妹の在園

証明書等 

調整指数１９・２０ 認可外保育施設（幼稚園等含む）に有料で月６４時間以上預託していることが

わかる在園証明書又は利用料の領収書の写し 

調整指数２１ 転入前の市区町村で利用していた保育所等の在園証明書又は転入前の市区町村

が発行した保育実施解除通知書 

調整指数２２ 前職の就労証明書（勤務実績がわかるもの） 

 注意：家庭状況によって必要な書類が異なりますので、ご不明な点は必ず保育課へご相談ください。 
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【申込みに必要な書類】                               

（1） すべての方に提出していただく書類     

１ 子どものための教育・保育給付認定申請書 兼 保育の利用申込書  

２ 個人番号（マイナンバー）申告書 ※ 

※提出時に、本人確認（番号確認及び身元確認）が必要となります。詳しくは、申告書をご確認ください。 

 

（2） 保育を必要とする事由が確認できる書類  

　保育を必要とする事由（本冊子２ページ）が確認できる書類については、申請する児童と同じ住所 

で暮らす１８歳以上６５歳未満である全ての方の書類が必要です。また、証明書類は申込日より３ 

か月以内に発行されたものに限ります。  

保育の必要性 必要な提出書類

ア 就労
就労証明書（変則就労の場合はシフト表を添付すること、また自営業の場合は、営業許可

証・開業届・最新の確定申告書の写しのいずれかひとつを添付すること） 

イ 妊娠・出産 母子健康手帳（生まれる子のもの）の表紙及び出産予定日が確認できるページの写し 

ウ
保護者の

疾病・障がい

診断書（保育を行うことが困難であると明記があるもの）または身体障害者手帳・精神障害

者保健福祉手帳・療育手帳等の持ち主及び疾病・障がいの内容が確認できるページの写し 

エ 介護、看護
介護（看護）を受ける方の診断書（原本）または身体障害者手帳の写し、介護（看護）の状

況が確認できる書類 

オ 災害復旧 申立書または罹災証明書等 

カ 求職活動 求職カードの写しまたは雇用保険受給者資格証の写し 

キ 虐待、ＤＶ等 配偶者からの暴力被害者の保護に関する証明書等 

ク 就学 在学証明書または学生証の写し、時間割等 

ケ 育児休業 ※新規入所の児童は該当しません

コ 特例による場合 市が必要と認める書類（各事由ごと） 

 

（3） その他世帯の状況により提出していただく書類  

保育所入所選考基準の調整指数表（本冊子１０ページ）に基づき指数が加算される場合があります。 

調整指数表 必要な提出書類

調整指数１・２ 資格証の写し 

調整指数５ 受給者証の写し 

調整指数１０ 就労証明書・疾病、介護対象者等であることが分かるもの 

調整指数１１～１４ 該当する方の手帳の写し又は診断書 

調整指数１５ 幼稚園又は認可保育施設に併設する認可外保育施設に在園する兄弟姉妹の在園

証明書等 

調整指数１９・２０ 認可外保育施設（幼稚園等含む）に有料で月６４時間以上預託していることが

わかる在園証明書又は利用料の領収書の写し 

調整指数２１ 転入前の市区町村で利用していた保育所等の在園証明書又は転入前の市区町村

が発行した保育実施解除通知書 

調整指数２２ 前職の就労証明書（勤務実績がわかるもの） 

 注意：家庭状況によって必要な書類が異なりますので、ご不明な点は必ず保育課へご相談ください。 

 

【申請時の留意事項】 

 
◇保育の実施期間 
 保育所等は、原則として毎月１日入所となります。保育を必要とする事由（本冊子２ページ）に

よって、保育の実施期間が決定されます（最長３年間、事由継続で就学前まで）。ただし、その期

間内であったとしても、家庭状況の変化等により、家庭での保育が可能と認められる場合は退所し

ていただくことがあります。  

 
◇年度途中の入所申請について 
 原則毎月１日に八潮市ホームページ上で翌月の入所可能児童数を公表しています。情報をご確認のう

え、締切日までに手続きをお願いします。なお、令和６年度の入所申請を提出済みの方で、希望施設の

変更がある場合は、電話でも受け付けておりますので、締切日までにご連絡ください。締切日は本冊子

４ページをご確認ください。  

 
◇希望する保育施設 
 入所申請は、希望する施設を１０ヶ所までご記入いただけますが、必ず施設の開所時間内に通える施

設を選択してください。入所後に施設の開所時間を超過した場合、退所もしくは転所していただく場合

があります。また、入所決定後に自宅からの距離が遠い、施設の開所時間内に送迎ができない等の理由

で辞退・取り下げをすると、その後の利用調整で減点の対象となります。  
 見学を希望する場合は、事前に施設へご連絡ください。また、公立保育所はすくすく子育て（保育所

開放）（本冊子背表紙）を行っております。  

 
◇書類の不備・不足、虚偽の申請について 
 書類はボールペンや万年筆で記入してください（鉛筆や消せるボールペンは不可）。 
 書類の不足や記載内容が不十分なものは、選考時に不利になる場合がありますのでご注意ください。  
 各種証明書類は、発行から３ヶ月経過しているものや、証明日の記載のないものは受け取れない場合

があります。（証明内容の修正をした場合は、記入者が訂正箇所に２重線を引いた上で余白に正しい内

容を記入してください。）  
 また、入所決定後であっても提出書類等の内容が事実と相違することが判明した場合、利用承諾を取

り消すことがあります。  
  
◇妊娠・出産予定で申請する場合  
 入所を希望する月が産前・産後休暇にあたっている場合、保育を必要とする事由は、妊娠・出産事由

による申込みとなります。保育の実施期間は、出産予定日の前４２日の属する月初日から産後５６日の

属する月末日までの期限付き入所となります。この期間以降も保育所等の入所を希望する場合は、改め

て就労要件等で申し込みが必要です。ただし、その後の育児休業を取得する場合は、継続して入所はで

きません。※保育を必要とする事由（本冊子２ページ）の「イ」から「ケ」への変更はできません。  
  
 ４月入所に限り未出生児の申請を受け付けますが、入所日時点における児童の月齢によって受入れで

きる保育施設が限られますのでご注意ください。（予定より出産が遅れたなどの理由により４月１日時点

で生後５７日を満たさない場合は、入所決定後であっても利用承諾を取り消し、次月以降に改めて利用

調整を行います。）  
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◇育児休業からの復帰

 入所申請をする時点で育児休業を取得中の場合、職場復帰が前提での申請となります。保育所等へ入

所した月の翌月１日まで（４月入所についてはゴールデンウィーク明けまで）に復職し、速やかに復職

日の記載のある「就労証明書」を入所中の保育施設へご提出ください。 

※職場復帰とは、育休取得前と同じ職場に復帰することを指します。そのため、入所申請時に提出した

就労証明書と異なる勤務先（契約先）で就労することは原則認められません。（入所決定後であっても

利用承諾を取り消す場合があります。） 

  

◇育児休業の延長について 

 育児休業の延長などの理由で入所保留通知書が必要な場合、児童が１歳になる月初日入所の手続きを

している必要があります。３月は入所選考を行っておりませんので、３月に１歳になる児童の場合は２

月入所の手続きを行ってください。 

 

◇就労内定・求職活動からの就労開始 

 就労内定もしくは求職活動事由で申し込みをした場合、保育所等へ入所した月の翌月１日までに、就

労を開始したことがわかる「就労証明書」を入所中の保育施設へご提出ください。 

 

◇父母のひとりが単身赴任中の場合 

 父母のひとりが単身赴任中で、実態として児童と同居していない場合でも、父母それぞれの保育を必要

とする事由が確認できる書類の提出が必要となります。 
 

◇父母が離婚を予定している場合 

 入所申請の時点で離婚を予定しており、父母のひとりが別居し実態として児童と同居していない場合で

も、父母それぞれの保育を必要とする事由が確認できる書類の提出が必要となります（離婚調停中の場

合は、家庭裁判所からの通知書等の写しをお持ちください。）離婚が既に成立している場合は不要です。 

また、保育料については、ひとり親世帯としての金額更正は離婚が成立した翌月（月初日に成立した場

合は当月）からの適用となります。 

 

◇保育料の滞納 

  同一世帯内の児童の保育料・延長保育料・保育所給食費及び学童保育料の滞納があり、入所申請の締

切日までに納入が確認できなかった場合は、利用調整時に選考指数（本冊子１０ページ調整指数２６,２

７,２８）を減点します。それにより入所できない場合もございますのでご了承ください。 

 

◇障がい児保育

  保育認定を受けた児童のうち、原則として集団保育が可能な児童について、公立保育所を中心に、保

育体制等を踏まえて受け入れを行っています。保育体制等によっては受け入れできない場合があります

ので、ご了承ください。

◇医療的ケアを要する場合  

　児童が医療的ケアを要する場合は、受入れ要件や保育体制等について検討する必要がありますので、

申請前に必ずご相談ください。事前相談がない場合、入所決定後であっても利用承諾を取り消す場合が

ありますので、ご了承ください。なお、受け入れにあたっては、３歳児クラス以上であること等の条件

があります。
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◇育児休業からの復帰

 入所申請をする時点で育児休業を取得中の場合、職場復帰が前提での申請となります。保育所等へ入
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日の記載のある「就労証明書」を入所中の保育施設へご提出ください。 
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している必要があります。３月は入所選考を行っておりませんので、３月に１歳になる児童の場合は２

月入所の手続きを行ってください。 

 

◇就労内定・求職活動からの就労開始 

 就労内定もしくは求職活動事由で申し込みをした場合、保育所等へ入所した月の翌月１日までに、就

労を開始したことがわかる「就労証明書」を入所中の保育施設へご提出ください。 

 

◇父母のひとりが単身赴任中の場合 

 父母のひとりが単身赴任中で、実態として児童と同居していない場合でも、父母それぞれの保育を必要

とする事由が確認できる書類の提出が必要となります。 
 

◇父母が離婚を予定している場合 

 入所申請の時点で離婚を予定しており、父母のひとりが別居し実態として児童と同居していない場合で

も、父母それぞれの保育を必要とする事由が確認できる書類の提出が必要となります（離婚調停中の場

合は、家庭裁判所からの通知書等の写しをお持ちください。）離婚が既に成立している場合は不要です。 

また、保育料については、ひとり親世帯としての金額更正は離婚が成立した翌月（月初日に成立した場

合は当月）からの適用となります。 

 

◇保育料の滞納 

  同一世帯内の児童の保育料・延長保育料・保育所給食費及び学童保育料の滞納があり、入所申請の締

切日までに納入が確認できなかった場合は、利用調整時に選考指数（本冊子１０ページ調整指数２６,２

７,２８）を減点します。それにより入所できない場合もございますのでご了承ください。 

 

◇障がい児保育

  保育認定を受けた児童のうち、原則として集団保育が可能な児童について、公立保育所を中心に、保

育体制等を踏まえて受け入れを行っています。保育体制等によっては受け入れできない場合があります

ので、ご了承ください。

◇医療的ケアを要する場合  

　児童が医療的ケアを要する場合は、受入れ要件や保育体制等について検討する必要がありますので、

申請前に必ずご相談ください。事前相談がない場合、入所決定後であっても利用承諾を取り消す場合が

ありますので、ご了承ください。なお、受け入れにあたっては、３歳児クラス以上であること等の条件

があります。

【市による利用調整】 

「令和６年度八潮市保育所入所選考基準」（本冊子９ページ）に基づき、希望する施設や各施設の受け

入れ状況などを考慮し、利用できる保育施設を市が調整します。  

◇選考の流れ（例）  

 

  
  

  

 

 

 

【結果送付】  

 保育所等の利用調整の結果については、市から郵送でお知らせします。  

※結果の送付は申し込み後の最初の 1回のみ送付します。2回目以降については、入所が決定した場合

のみ、結果を送付します。入所を希望する月の前月 25日頃までに結果が届かない場合は、引き続き入所

保留となります。なお、再度入所保留通知書が必要な場合は個別にご相談ください。  

 
【あっせん】  

 市が利用調整を行った結果、入所保留となった世帯に、申請当初希望していなかった施設で定員枠に

余裕がある保育施設を市が紹介する、あっせんを行います。  

 あっせんは「令和６年度八潮市保育所入所選考基準」に基づき、保育の必要性の高い世帯から順に行

います。ただし、申請当初希望していた施設に利用決定がなされた後、自己都合による辞退をされた世

帯にはあっせんを行いません。  

 

【個人番号（マイナンバー）の利用について】  

定員（クラス年齢ごと）  

○○保育園  １名  

△△保育園  １名  

□□保育園  ２名  

××保育園  ４名  

※合計指数の高い世帯から選考していきます。  

※ 同じ点数で他の世帯と並んだ場合は、   

 ①希望園の順位  

 ②「令和６年度八潮市保育所入所選考基準」 

   利用調整指数が同点の場合優先順位の１から９に基づき 

   選考していきます。 

 

　保育に関する手続きでは、支給認定の申請及び保育所等の利用申込みにおいて、個人番号（マイナンバー）

の申告が必要となります。また、通知カードは、住所、氏名などの変更により、現在の情報と異なる場

合は確認書類として使用することができません。この場合は、マイナンバーが入った住民票を取得する

ことにより、確認書類とすることができます。提出を受けた個人番号及び特定個人情報は、子ども・子

育て支援法による施設型給付費・地域型給付費等に関する事務であって法令で定めるものに必要な目的

の範囲で取り扱います。

 
基準 

指数 

調整 

指数 

合計 

指数 

利用調整指数が同点

の場合の優先順位 
第１希望園 第２希望園 第３希望園 第４希望園 

Ａさん ４０ ４ ４４  ○○保育園 ××保育園 △△保育園 □□保育園 

Ｂさん ４０ ２ ４２ 育児休業からの復帰 ○○保育園 △△保育園 □□保育園 ××保育園 

Ｃさん ４０ ２ ４２ 育児休業からの復帰 △△保育園 ○○保育園   

Ｄさん ４０ ２ ４２ 
兄弟姉妹が同一の 

保育所を利用希望 
○○保育園 △△保育園 □□保育園 

 

Ｅさん ３８ ４ ４２  △△保育園 ○○保育園 □□保育園 ××保育園 
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　　　　　　　　　　　　 【基準指数及び調整指数は、入所申込締切日を基準とする。】

母 父
20
19
18
17
16
18
17
16
15
14
14
12
11
9

② 20

20 左記期間内

20

20

20

17

17

13

20

18

12

20
18
16
4 ３か月※
20
17
15
4 ３か月※

⑤ 20
最長３年間

(事由継続で就学前
まで)

12
11
10
9
8
10
9
8
7
6
6
5
4

番号1に準ずる 在学期間内
番号6に準ずる ３か月※

⑧ 20

⑨ 番号1～9に順ずる

・ 父母それぞれの指数を合算して世帯の指数を決定し、ひとり親世帯のときは20を加えて指数を決定する。

・ 就労時間には、通勤時間は含まない。ただし休憩時間は含む。

・ 保育にあたる保護者の状況が2つ以上ある場合は、高い方の指数を決定する。

・ 期限内に保育の必要性を証明する書類等の必要書類の提出がない場合は、求職中（就労先未定）の指数を決定する。

・ 就労状況については、契約上の勤務日数だけではなく、実績も含めて、指数を決定する。

・ 育児短時間勤務等について、終期が明記されている場合は、契約上の勤務時間（育児短時間取得前の勤務時間）で指数を決定する。

・ 就労等の形態が上記の項目に合致しない場合は、実態に即して最も近いと思われる項目に当てはめ、決定する。

・ 求職活動（内定・未定）・就学内定の認定期間は、期限内に勤務証明書等が提出された場合、就労や就学の期間とする。

項番

1
2
3
4

6
7
8
9 　令和５年度（利用者負担額切替後は令和６年度）市民税所得割の低い世帯（同額の場合は、収入の低い世帯優先）

利用調整指数が同点の場合の優先順位※優先順位は項番１を１番高い優先度とし、以下番号順に２，３，４・・・９の順番とする。

内容
　八潮市在住者（転入予定者含む）
　同居者なしの母子・父子世帯、生活保護世帯
　基準指数が高い世帯
　同世帯に障がい者がいる世帯
　兄弟姉妹が（多胎児含む）が同一の保育所等を利用希望の場合又は保育所等に入所しており、同じ保育所等になる場合　
（兄弟姉妹の入所申込状況を総合的に考慮）
　育児休業明けで職場復帰する場合
　保護者の勤務時間が長い場合
　保護者の勤務先が市外の場合

5

⑦ 就  学  等
就学・技能習得のため、外出を常態
就学・技能習得が内定している場合

３か月※　　　　〃　　　1日7時間以上8時間未満の就労を常態
　　　　〃　　　1日6時間以上7時間未満の就労を常態
　　　　〃　　　1日5時間以上6時間未満の就労を常態
　　　　〃　　　1日4時間以上5時間未満の就労を常態
上記に該当しないが、月96時間以上の就労を常態
上記に該当しないが、月64時間以上月96時間未満の就労を常態

⑥ 求  職
内  定

月20日以上、1日8時間以上の就労を常態
　　　　〃　　　1日7時間以上8時間未満の就労を常態
　　　　〃　　　1日6時間以上7時間未満の就労を常態

　　　　〃　　　1日4時間以上5時間未満の就労を常態
月16日以上、1日8時間以上の就労を常態

最長３年間
(事由継続で就学前

まで)
一部介護を必要とする場合（要介護認定1,2）
支援を必要とする場合（要支援）
上記以外で必要とする場合（入所した場合、別途就労等が必要）

災害復旧 震災、風水害、火災等の災害の復旧に当たる場合

虐待・DV等 児童虐待防止法第2条又は配偶者暴力防止法第1条の対象者と認められる場合 最長３年間
（事由継続で就学前

まで）そ  の  他 ①～⑨の類型に最も近いと思われる指数で決定する

未  定 求職中（就労先未定）

③

母の出産
・

疾　    病
・

障  が  い

出 産 出産予定月前４２日の属する月初日から産後５６日の属する月末日まで

疾 病

1ヶ月以上入院している場合（入院予定の場合も含む）

障がい
身体障害者手帳3級、埼玉県発行の療育手帳Ｃを所持する者または同
程度と判断できる者

　　　　〃　　　1日5時間以上6時間未満の就労を常態

④
病人の
看護等

自宅外

週5日以上日中週30時間以上（重度心身障がい者等）の介護を常態
週5日以上日中週20時間以上の介護を常態
週4日以上日中週16時間以上の介護を常態
上記以外の介護を常態（入所した場合、別途就労等が必要）

自宅内

全介護を必要とする場合（重度身障者、要介護認定3,4,5）

最
長
３
年
間

事
由
継
続
で
就
学
前
ま
で

自宅内
療 養

常時病臥・感染症

精神性
精神障害者保健福祉手帳1～3級

上記以外の程度

一般療養
医師が1ヶ月以上安静を要すると診断した場合（常時病臥を除く）

医師が1ヶ月以上通院加療を要すると診断した場合

身体障害者手帳1・2級（視覚障害の場合1～3級）、埼玉県発行の療育
手帳○Ａ～Ｂ

身体障害者手帳4級以下、または同程度と判断でき、保育にあたること
ができないと認められる者

① 就  労

外 勤
・

自 営

月20日以上、1日8時間以上の就労を常態

最
長
３
年
間

事
由
継
続
で
就
学
前
ま
で

　　　　〃　　　1日7時間以上8時間未満の就労を常態
　　　　〃　　　1日6時間以上7時間未満の就労を常態

　　　　〃　　　1日4時間以上5時間未満の就労を常態
上記に該当しないが、月96時間以上の就労を常態
上記に該当しないが、月64時間以上月96時間未満の就労を常態

内 職
1日8時間以上、月収5万円以上の就労を常態
1日4時間以上、月収3万円以上の就労を常態

　　　　〃　　　1日5時間以上6時間未満の就労を常態
　　　　〃　　　1日4時間以上5時間未満の就労を常態
月16日以上、1日8時間以上の就労を常態
　　　　〃　　　1日7時間以上8時間未満の就労を常態
　　　　〃　　　1日6時間以上7時間未満の就労を常態
　　　　〃　　　1日5時間以上6時間未満の就労を常態

不　存　在 死亡、離別、行方不明、拘禁

基準指数表 令和６年度八潮市保育所入所選考基準

番号
保育にあたる保護者の状況

指数
採点

認定期間
類　型 細　　　　目

３．令和６年度八潮市保育所入所選考基準
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母 父

1 2

2 20

3 5

4 1

5 5
6 10
7 12
8 3
9 1

10 1

11 3

12 2
13 2

14 1

15 2

16 4

17 5

18 20

19 3

20 1

21 3

個人
減算

就労 22 ▲2

辞退 23 ▲2

育児
休業 24 ▲40

同居
祖父
母等

25 ▲10

26 ▲ 5
27 ▲10

28 ▲20

29 ▲ 5
30 ▲15

※1 番号1、2は、父母共に該当する場合それぞれ指数を加点する。　ただし、転園を希望する場合には加算しないものとする。
※2
※3
※4 転入予定者とは
　 入所希望月の前月末日までに八潮市へ転入していること。

ただし、毎年４月入所に限り、自己の責めに帰さない事由により、４月中の転入となってしまう場合は、
転入予定者として扱う。

（不動産売買契約書等の、不動産の引渡し日・転入日がわかる書類が必要） 　　　　基準指数　　　　　　調整指数　　　　　合計指数（試算）

■利用調整指数について（例） ＋ ＝
　・父が月２０日以上１日８時間以上の就労をしている場合・・・・・基準指数２０
　・母が月１６日以上１日６時間以上の就労をしている場合・・・・・基準指数１６
　・祖父母が同居していない場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・調整指数　１
　・兄弟姉妹が保育所に在園している場合・・・・・・・・・・・・・・・・・調整指数　２

※調整指数の減点により、利用調整指数がマイナスとなる場合につきましては、０点とする。

■入所の選考について
　　入所希望者が保育所等の定員を超えた場合には、利用調整を行う。提出書類等で確認した内容に基づき、
　利用調整指数の高い方から入所者を決定する。

番号11～14、15～17、17～18、19～20は、それぞれ重複して加算しないものとする。

２０ + １６ + １ + ２ ＝ ３９点となる。

育児・介護休業法に基づく育児休業が加点対象となる。

世
帯
減
算

保育所、地域型保育、認定こども園（保育認定）の入所承諾後に入所申請を取下げた場
合又は入所承諾を辞退した場合
※取下げ、辞退をした年度の末まで適用

その他 児童福祉等の観点から特に調整が必要とされた場合（要保護児童など）等の特殊事情

減
算
指
数

就労実績が１か月に満たない場合（就労実績未記入の場合を含む）
※ただし、従前の勤務実績（２か月以内）があり、就労状況が継続していると判断できる場
合には適用しない（証明書等が必要）

加
算
指
数

兄弟姉妹が別施設のため同一施設に移行するために転所希望をする場合※3

地域型保育または２歳児クラスまでの保育所を入所期間満了で卒園する場合※3

保護者が産前産後休業又は育児休業を取得している場合（基準日時点で保育所等に在
園している場合や出産要件での入所申込の場合を除く） ※2

希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる

広域
入所

市外在住者（転入予定者は除く）で、勤務地が市内の場合　※4
市外在住者（転入予定者は除く）で、勤務地が市外の場合　※4

在園児または卒園児が3か月以上保育料を滞納している場合
在園児または卒園児が6か月以上保育料を滞納している場合

同居している65歳未満の保護者の父母等が無職、求職中又は64時間以上の就労をして
いない場合（疾病等で保育に当たることができない場合を除く）

滞
納 保育料の滞納が高額となっている世帯で、納付の督促等に対して誠意ある対応が見られ

ないなどの場合

転入に伴い、市外認可保育所、地域型保育、認定こども園（保育認定に限る）を退所して、
市内認可保育所等に転所を希望する場合
※ただし、転入前の保育所等の継続利用を希望する場合は適用しない

個
人
加
算

世
帯
加
算

障
が
い

保護者が身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1～3級、療育手帳（みどりの
手帳等）○A～Bの1つに該当する場合※3
保護者が視聴覚もしくは言語に関して身体障害者手帳3級を所持している場合※3
保護者が常時病臥、精神性、感染症で居宅療養している場合※3

認可外保育施設（幼稚園等含む）に就労等保育認定で月
６４時間以上の預託をしている場合
（育児休業取得中の場合は対象外）

有料で１か月以上前から預託
している場合
（証明書等が必要）※3

有料で１か月未満預託してい
る場合
（証明書等が必要）※3

同一世帯内に身体障害者手帳1・2級、精神障害保健福祉手帳1～3級、療育手帳（みどり
の手帳等）○A～Ｃを持っている者がいる世帯（保護者及び入所申込児童は除く）

児
童
の
状
況

兄弟姉妹が保育所、地域型保育、認定こども園（保育認定）、認定こども園（教育認定）・幼
稚園（就労等保育認定に該当する事由のため預託している場合に限る）、認可保育施設に
併設する認可外保育施設に在園している場合（新年度選考時は、卒園予定児を除く）又は
兄弟姉妹が同時に2人以上の申込をしている場合　　※3

多胎児が同時に申込をしている場合※3

調整指数表

項　目 番号 条　　　　件 指数

調整指数の加算は、基準指数に対して行い、保護者からの申請に基づき、条件を確認できる書類を提出さ
れた場合に適用する。

採点

家
庭
状
況

生活保護世帯・中国残留邦人支援給付受給世帯の場合
父母のひとりが不存在（死亡、離婚、未婚など）の場合
父母の両方が不存在（死亡、行方不明など）の場合

就
労
状
況

市外の認可保育所、地域型保育、認定こども園、幼稚園、認可外保育施設（設置届出済のものに限る）に保育
士・保育教諭・幼稚園教諭・看護師のいずれかとして、月２０日以上かつ1日６時間以上の勤務をする場合　※１

市内の認可保育所、地域型保育、認定こども園、幼稚園、認可外保育施設（設置届出済のものに限る）に保育
士・保育教諭・幼稚園教諭・看護師のいずれかとして、月２０日以上かつ１日６時間以上の勤務をする場合　※１

同居者なしの母子（または父子）世帯で、就労（または就学・技能習得）を継続しているかまたは内定している場合

父母のひとりが単身赴任、長期入院等により長期不在の場合
子ども（4月1日現在18歳未満）が3人以上いる場合（3人を超える場合は、1人に対し1点加算）
祖父母が同居していない、もしくは同居しているが就労、疾病、介護対象者等である場合
（証明書等が必要）
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◆申請の締切日

４．広域入所について                           

◇八潮市内の保育所等に入所を希望する八潮市外在住の方へ  

 あらかじめ住所地の市区町村の保育担当課に、八潮市の保育所等の利用申請が可能かご相談くださ

い。利用申請が可能であれば、八潮市保育課及び住所地の市区町村の保育担当課に必要書類を確認の

うえ、住所地の市区町村の保育担当課に申し込みを行ってください。  
◆対象  

  

ア  八潮市へ転入予定であり、入所日の前月末までに八潮市に住民登録を予定している方  

イ  
（４月申請のみ）八潮市へ転入予定で、自己の責めによらない事由※があり、３月末

までに八潮市に住民登録ができない方  

（２） 住所地が八潮市外にあり、保護者の勤務先が八潮市内にある方  

（３） 
住所地が八潮市との市境にあり、住所地の市区町村の保育所等へ通うよりも八潮市の

保育所等へ通うほうが適切であると認められる方  

※自己の責めによらない事由…売り主の都合により住居の引き渡し日が４月中になる方等  
  
◆手続き・必要書類  

 住所地の市区町村の保育担当課で申し込みを行ってください。（申請書類が八潮市へ郵送されます。）

書類に不備や不足がある場合は八潮市から住所地の市区町村の保育担当課へ連絡します。   
原則として、申請書類は八潮市の様式をご使用ください。  
なお、八潮市は入所を希望する施設を第１０希望まで選考します。  

対象 必要書類  

（１）

（１）

  

ア  
・八潮市及び住所地の市区町村の保育担当課が必要とする書類※１ 
・保護者全員の課税・非課税証明書※２ 
・転入に関する誓約書※３ 

イ  
・八潮市及び住所地の市区町村の保育担当課が必要とする書類※１ 
・保護者全員の課税・非課税証明書※２ 
・転入に関する誓約書※３（自己の責めによらない事由があり４月中の転入になる方）  

（２）（３） ・八潮市及び住所地の市区町村の保育担当課が必要とする書類※１  

※１　八潮市が必要とする書類は【申込みに必要な書類】 （本冊子５ページ）に準じますが、家庭状況によって

　　　必要な書類が異なりますので、八潮市保育課へご確認ください。

※２　令和６年４月～８月の入所希望は令和５年度課税・非課税証明書が必要です。

　　　令和６年９月～令和７年２月の入所希望は令和６年度課税・非課税証明書が必要です。

※３　添付書類として、賃貸借契約書や売買契約書の写し（所在地・引き渡し日がわかるもの）又は同居予定

　　　申立書が必要です。      

 

※住所地の市区町村の保育担当課に提出期限を確認してください。  

入所希望月 締切日  

４月 令和５年１１月１５日（水）※郵送必着

５月～２月
【令和 ６ 年度途中月入 所】の受付期 間    

（本冊子４ページに記載）をご確認ください。 

（１）ア・イの方については、転入に関 

する誓約書に記載された期日までに ① 住 

民 登 録 の 異 動 及び ② 八 潮 市 保 育 課 で 八 潮 

市 民 と し て 保 育 所 等 の 利 用 申 請 手 続 き を 

行っていただきます。   
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◆申請の締切日

４．広域入所について                           

◇八潮市内の保育所等に入所を希望する八潮市外在住の方へ  

 あらかじめ住所地の市区町村の保育担当課に、八潮市の保育所等の利用申請が可能かご相談くださ

い。利用申請が可能であれば、八潮市保育課及び住所地の市区町村の保育担当課に必要書類を確認の

うえ、住所地の市区町村の保育担当課に申し込みを行ってください。  
◆対象  

  

ア  八潮市へ転入予定であり、入所日の前月末までに八潮市に住民登録を予定している方  

イ  
（４月申請のみ）八潮市へ転入予定で、自己の責めによらない事由※があり、３月末

までに八潮市に住民登録ができない方  

（２） 住所地が八潮市外にあり、保護者の勤務先が八潮市内にある方  

（３） 
住所地が八潮市との市境にあり、住所地の市区町村の保育所等へ通うよりも八潮市の

保育所等へ通うほうが適切であると認められる方  

※自己の責めによらない事由…売り主の都合により住居の引き渡し日が４月中になる方等  
  
◆手続き・必要書類  

 住所地の市区町村の保育担当課で申し込みを行ってください。（申請書類が八潮市へ郵送されます。）

書類に不備や不足がある場合は八潮市から住所地の市区町村の保育担当課へ連絡します。   
原則として、申請書類は八潮市の様式をご使用ください。  
なお、八潮市は入所を希望する施設を第１０希望まで選考します。  

対象 必要書類  

（１）

（１）

  

ア  
・八潮市及び住所地の市区町村の保育担当課が必要とする書類※１ 
・保護者全員の課税・非課税証明書※２ 
・転入に関する誓約書※３ 

イ  
・八潮市及び住所地の市区町村の保育担当課が必要とする書類※１ 
・保護者全員の課税・非課税証明書※２ 
・転入に関する誓約書※３（自己の責めによらない事由があり４月中の転入になる方）  

（２）（３） ・八潮市及び住所地の市区町村の保育担当課が必要とする書類※１  

※１　八潮市が必要とする書類は【申込みに必要な書類】 （本冊子５ページ）に準じますが、家庭状況によって

　　　必要な書類が異なりますので、八潮市保育課へご確認ください。

※２　令和６年４月～８月の入所希望は令和５年度課税・非課税証明書が必要です。

　　　令和６年９月～令和７年２月の入所希望は令和６年度課税・非課税証明書が必要です。

※３　添付書類として、賃貸借契約書や売買契約書の写し（所在地・引き渡し日がわかるもの）又は同居予定

　　　申立書が必要です。      

 

※住所地の市区町村の保育担当課に提出期限を確認してください。  

入所希望月 締切日  

４月 令和５年１１月１５日（水）※郵送必着

５月～２月
【令和 ６ 年度途中月入 所】の受付期 間    

（本冊子４ページに記載）をご確認ください。 

（１）ア・イの方については、転入に関 

する誓約書に記載された期日までに ① 住 

民 登 録 の 異 動 及び ② 八 潮 市 保 育 課 で 八 潮 

市 民 と し て 保 育 所 等 の 利 用 申 請 手 続 き を 

行っていただきます。   

◇八潮市外の保育所等に入所を希望する八潮市内在住の方へ 

 あらかじめ入所を希望する市区町村の保育担当課に、保育所等の利用申請が可能かご確認のうえ、

八潮市保育課にご相談ください。入所を希望する市区町村の保育担当課および八潮市保育課が必要と

する書類を用意し、八潮市保育課に申し込みを行ってください。  

◆対象 

 八潮市から他の市区町村へ転出の予定がある方  

 八潮市内在住で勤務先が他の市区町村にある方  

（３）

（２）

（１）

  
住所地が他の市区町村との市境にあり、八潮市の保育所等へ通うよりも他の市区町村の

保育所等へ通うほうが適切であると認められる方（入所を希望する市区町村により受付

の要件が異なる場合があります。）  

 

◆手続き・必要書類 

 入所を希望する市区町村によって、申し込み方法や申請書類、締切日が異なります。事前に入所を

希望する市区町村の保育担当課へ確認をしてください。申請書類に指定がない場合は、八潮市の様式

をご使用ください。  
なお、広域入所は年度ごとの申請が必要となりますのでご注意ください。  

手続き場所 申請の締切日 必要書類 

八潮市保育課  
（市役所本庁舎２階）  

入所を希望する市区町村の締切

日のおおむね１０日前まで  
八潮市及び入所を希望する市区町村の

保育担当課が必要とする書類  

 八潮市が必要とする書類は【申込みに必要な書類】（本冊子５ページ）に準じますが、家庭状況に

よって必要な書類が異なりますので、ご不明な点は、八潮市保育課へご確認ください。   

 
保育所等に入所中の方が、転出入に伴う住民登録 

の異動後も入所中の保育所等の利用継続を希望する場合 
 

◆八潮市に転入する方 
 転入後も他の市区町村の保育所等の利用継続を希望する場合は、あらかじめ転入前の市

区町村の保育担当課へ転入後の利用継続や手続きについてご確認ください。  
八潮市に転入後、速やかに「転入前の市区町村の保育所等への利用申し込み」を行って

ください。転入後の保育料（利用者負担額）は八潮市が決定します。   
 
◆八潮市から転出する方 

 転出後も八潮市の保育所等の利用継続を希望する場合、あらかじめ八潮市保育課へご連

絡ください。  
 八潮市から転出後、速やかに新しい住所地の市区町村の保育担当課で「八潮市の保育所

等への利用申し込み」を行ってください。  
 八潮市から転出した年度については、入所中の保育所等は利用継続できますが、翌年度

以降も利用継続を希望する場合は、年度ごとに改めて申請が必要です。（翌年度以降の利用 

は、他の入所申請者と同じ利用調整を行ったうえで決定します）
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５．入所後の注意事項  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇長期休所・退所について  

 児童が疾病や特別な事情※でやむをえず長期に

わたって休所する場合や、退所する場合には、 

速やかに八潮市保育課または入所中の保育施設 

へ連絡のうえ、所定の手続きをお願いします。      
※特別な事情…里帰り出産など  

 

◇転所について  

 入所決定後より入所意向の高い施設がある場

合、転所を希望することができます。「転所希

望申請書」と併せて保育を必要とする事由が確

認できる書類を【令和６年度途中月入所】の受

付期間（本冊子４ページ）に間に合うよう、数

日の余裕を持って入所中の保育施設へご提出く

ださい。市による確認から結果送付までの流れ

は、新規入所申請の方に準じます。  
 なお、市の利用調整の結果、他の保育施設へ

の転所が決定した場合、それまで在園していた

施設は退所となります。決定した施設を辞退し

ても戻ることはできません。市の利用調整の結

果、転所保留となった場合は、在籍している施

設を継続して利用できます。  
  

 ◇慣れ保育

◇入所後の妊娠・出産・育児休業について 

◇児童の疾病及び病後の登園について

保育施設は、乳幼児が集団で長時間生活を共

にするため感染症が流行しやすく、また、抵抗

力・免疫力も低い乳幼児が罹患した場合、生命

の危険につながる恐れがあります。施設内での

感染拡大を防ぐため、疾病の種類や程度によっ

て病後の登園時に医師が記入する「意見書」や

保護者が記入する「登園届」を提出していただ

く場合があります。病後は体調回復にも時間を

要することから、お子さんの様子をよく観察

し、無理のない登園を心がけてください。

◇児童への与薬について  

 
◇食物アレルギーについて  

 食物アレルギーについては、医師の診断によ

るアレルギー疾患生活管理指導表に基づき対応

します。基本は原因食物の除去となりますが、

対応状況は保育施設によって異なります。ご家

庭からお弁当を持参していただくこともありま

すが、その場合も通常の保育料がかかりますの

で、あらかじめご了承ください。宗教上の配慮

を要する場合は、保育施設へご相談ください。 

　入所当初は児童を取り巻く環境が変わるた

め、心身の健康状態を考慮して保育を始めま

す。徐々に保育時間を延ばし、一日保育へ移行

します。（慣れ保育の期間は施設や児童の状況

によって異なります。）

　児童への与薬は、法律の定める「医療行為」

にあたるため、保育士は与薬を行うことができ

ません。そのため、原則として保育施設では薬

のお預かりはできません。

　診察の際に医師に保育園に通っていることを

伝え、薬の処方は出来る限り朝・夕の２回でお

願いしてください。気管支喘息など慢性的な病

気の場合や、医師の判断でやむを得ず保育時間

内に与薬が必要な場合は、入所中の保育施設へ

ご相談ください。

 

保育施設に在籍中、母の妊娠がわかりました

ら母子健康手帳（生まれる子のもの）の表紙及

び出産予定日が確認できるページの写しを入所

中の保育施設へご提出ください。また、生まれ

る子の育児休業を取得する場合、育児休業開始

から生まれる子が満１歳になる月末日まで、上

のお子さんの継続利用が可能です。なお、育児

休業開始後は原則として保育短時間でのご利用

となります。（妊娠・出産要件で入所した場合

を除く。） 
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５．入所後の注意事項  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇長期休所・退所について  

 児童が疾病や特別な事情※でやむをえず長期に

わたって休所する場合や、退所する場合には、 

速やかに八潮市保育課または入所中の保育施設 

へ連絡のうえ、所定の手続きをお願いします。      
※特別な事情…里帰り出産など  

 

◇転所について  

 入所決定後より入所意向の高い施設がある場

合、転所を希望することができます。「転所希

望申請書」と併せて保育を必要とする事由が確

認できる書類を【令和６年度途中月入所】の受

付期間（本冊子４ページ）に間に合うよう、数

日の余裕を持って入所中の保育施設へご提出く

ださい。市による確認から結果送付までの流れ

は、新規入所申請の方に準じます。  
 なお、市の利用調整の結果、他の保育施設へ

の転所が決定した場合、それまで在園していた

施設は退所となります。決定した施設を辞退し

ても戻ることはできません。市の利用調整の結

果、転所保留となった場合は、在籍している施

設を継続して利用できます。  
  

 ◇慣れ保育

◇入所後の妊娠・出産・育児休業について 

◇児童の疾病及び病後の登園について

保育施設は、乳幼児が集団で長時間生活を共

にするため感染症が流行しやすく、また、抵抗

力・免疫力も低い乳幼児が罹患した場合、生命

の危険につながる恐れがあります。施設内での

感染拡大を防ぐため、疾病の種類や程度によっ

て病後の登園時に医師が記入する「意見書」や

保護者が記入する「登園届」を提出していただ

く場合があります。病後は体調回復にも時間を

要することから、お子さんの様子をよく観察

し、無理のない登園を心がけてください。

◇児童への与薬について  

 
◇食物アレルギーについて  

 食物アレルギーについては、医師の診断によ

るアレルギー疾患生活管理指導表に基づき対応

します。基本は原因食物の除去となりますが、

対応状況は保育施設によって異なります。ご家

庭からお弁当を持参していただくこともありま

すが、その場合も通常の保育料がかかりますの

で、あらかじめご了承ください。宗教上の配慮

を要する場合は、保育施設へご相談ください。 

　入所当初は児童を取り巻く環境が変わるた

め、心身の健康状態を考慮して保育を始めま

す。徐々に保育時間を延ばし、一日保育へ移行

します。（慣れ保育の期間は施設や児童の状況

によって異なります。）

　児童への与薬は、法律の定める「医療行為」

にあたるため、保育士は与薬を行うことができ

ません。そのため、原則として保育施設では薬

のお預かりはできません。

　診察の際に医師に保育園に通っていることを

伝え、薬の処方は出来る限り朝・夕の２回でお

願いしてください。気管支喘息など慢性的な病

気の場合や、医師の判断でやむを得ず保育時間

内に与薬が必要な場合は、入所中の保育施設へ

ご相談ください。

 

保育施設に在籍中、母の妊娠がわかりました

ら母子健康手帳（生まれる子のもの）の表紙及

び出産予定日が確認できるページの写しを入所

中の保育施設へご提出ください。また、生まれ

る子の育児休業を取得する場合、育児休業開始

から生まれる子が満１歳になる月末日まで、上

のお子さんの継続利用が可能です。なお、育児

休業開始後は原則として保育短時間でのご利用

となります。（妊娠・出産要件で入所した場合

を除く。） 

◇延長保育  

 保護者の勤務状況等により、やむを得ず保育の必要量（本冊子１ページ）を超えて保育が必要な場

合にご利用できます。利用する場合は事前に申請が必要となりますので、入所中の保育施設へ申請書

をご提出ください。（児童の年齢等により利用ができない場合がありますので、事前に施設へご確認

ください）  

 保育所及び認定こども園の延長保育料は、月額 1,500円です。小規模保育施設については、各園で

金額設定が異なりますので保育のしおり別冊をご覧ください。  

 

◇送迎保育 ※自宅と保育施設との送迎ではありません。  

 保護者の労働時間やその他の家庭状況等によ

り、延長保育・送迎保育を行っている保育施設 

において、「保育の必要量を超えて延長保育を利 

用しても延長保育の時間内に送迎が困難な世帯」

に限り送迎保育を利用できます。  

 送迎保育は、送迎バスを利用し、入所中の保育

施設とコビープリスクールやしおステーションと

の間の送迎を行います。 

 送迎保育料は日額 400円です。利用料金の納付

はコビープリスクールやしおステーションでお願

いします。  

◆実施日 

保育所の休所日を除く月曜日～金曜日

（土曜日は実施していません。）
  

◆朝の送迎保育

 保護者の方は、開園時間の午前７時か

ら送迎バスが出発する午前７時３０分ま

での間に、コビープリスクールやしおス

テーションへ児童を送ってください。  

◆夕方の送迎保育

 保護者の方は、閉園時間の午後８時ま

でに、コビープリスクールやしおステー

ションへ児童をお迎えにきてください。  
 

 送迎バスは、朝は午前７時３０分頃にコビープリスクールやしおステーションを出発し、各保育施

設を回ります。夕方は午後６時頃にコビープリスクールやしおステーションを出発し、各施設を回り

ます。各保育施設を回る順番は利用児童の状況により決定します。 

 保護者の労働時間やその他の家庭状況等により利用の要件に当たらない、または朝のみ（夕方の

み）利用の要件に当たる場合があります。朝のみ（夕方のみ）の利用でも、日額の送迎保育料がかか

りますのであらかじめご了承ください。 
 

延長保育・送迎保育を 

行っている保育施設 
対象となる児童 

南川崎保育所 

左欄の施設に入所し、

延長保育を利用してい

る１歳児クラス以上の

児童

八潮ひまわり保育園 

しおどめ保育園八潮駅北 

コビープリスクールやしお 

認定こども園しおどめの森 

しおどめ保育園小規模認可 
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※支給認定事項変更申請書はこちらからダウンロードできます。 

     【令和６年度】保育所等・公設公営学童保育所の

     
 申請書類（ダウンロード） 

６．入所後の手続きについて

 以下のような家庭状況等の変更があった場合は、提出期限までに下記書類をご提出ください。各書

類は保育課窓口および各保育施設で配布しています。なお、書類の提出先は、原則として、現在入所

中の保育施設となります。  

 

変更内容 

提出書類 

提出期限 備考 変更  

 申請書  
※  

その他  
 

市外転出  退所届 転出が判明した時 
広域入所については、本冊子１１ペー

ジ、１２ページ参照  
市内転居 ○  

変更が生じた月の末日

まで 

世帯構成員の増減については、必要書

類が状況により異なりますので保育課

までご相談ください。  

氏名、連絡先、

世帯構成等 
○  

勤務先 ○ 就労証明書 

保育を必要とする

事由 
○  

変更が生じる月の前月

末日まで 

事由により提出書類が異なります。 
詳細は本冊子５ページ参照  

保育必要量   

（標準、短時間） 
○  詳細は本冊子１ページ参照  

育児休業を取得

する場合 
○ 就労証明書 

あわせて保育短時間への変更も必要に

なります。詳細は本冊子１３ページ参照
 

妊娠の判明  母子手帳の写し  妊娠が判明して速やかに 詳細は本冊子１３ページ参照  

育児休業から復帰

する場合 
○ 就労証明書 

保育所等へ入所した月

の翌月末日まで 
復職日の記載が必要です。  

詳細は本冊子７ページ参照  

保育施設の退所  退所届 退所が判明した時 
退所が判明次第、速やかなご提出を

お願いします。  

保育施設の休所  欠席届 休所日まで 
長期の休所は事前に保育課へご相談

ください。  

転所希望  
転所希望   

申請書 
各月の締め切り日まで 詳細は本冊子１３ページ参照  

内定の辞退・

申込みの取下げ  
内定辞退届兼

申込取下届 
意思決定後     

速やかに 

直接保育課窓口に提出してください。
 

選考指数が減算される場合があります。 
詳細は本冊子１０ページ参照  

上記に該当しない変更等については、保育課までご連絡ください。  
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※支給認定事項変更申請書はこちらからダウンロードできます。 

     【令和６年度】保育所等・公設公営学童保育所の

     
 申請書類（ダウンロード） 

６．入所後の手続きについて

 以下のような家庭状況等の変更があった場合は、提出期限までに下記書類をご提出ください。各書

類は保育課窓口および各保育施設で配布しています。なお、書類の提出先は、原則として、現在入所

中の保育施設となります。  

 

変更内容 

提出書類 

提出期限 備考 変更  

 申請書  
※  

その他  
 

市外転出  退所届 転出が判明した時 
広域入所については、本冊子１１ペー

ジ、１２ページ参照  
市内転居 ○  

変更が生じた月の末日

まで 

世帯構成員の増減については、必要書

類が状況により異なりますので保育課

までご相談ください。  

氏名、連絡先、

世帯構成等 
○  

勤務先 ○ 就労証明書 

保育を必要とする

事由 
○  

変更が生じる月の前月

末日まで 

事由により提出書類が異なります。 
詳細は本冊子５ページ参照  

保育必要量   

（標準、短時間） 
○  詳細は本冊子１ページ参照  

育児休業を取得

する場合 
○ 就労証明書 

あわせて保育短時間への変更も必要に

なります。詳細は本冊子１３ページ参照
 

妊娠の判明  母子手帳の写し  妊娠が判明して速やかに 詳細は本冊子１３ページ参照  

育児休業から復帰

する場合 
○ 就労証明書 

保育所等へ入所した月

の翌月末日まで 
復職日の記載が必要です。  

詳細は本冊子７ページ参照  

保育施設の退所  退所届 退所が判明した時 
退所が判明次第、速やかなご提出を

お願いします。  

保育施設の休所  欠席届 休所日まで 
長期の休所は事前に保育課へご相談

ください。  

転所希望  
転所希望   

申請書 
各月の締め切り日まで 詳細は本冊子１３ページ参照  

内定の辞退・

申込みの取下げ  
内定辞退届兼

申込取下届 
意思決定後     

速やかに 

直接保育課窓口に提出してください。
 

選考指数が減算される場合があります。 
詳細は本冊子１０ページ参照  

上記に該当しない変更等については、保育課までご連絡ください。  

７．申込みに関する Q & A

Ｑ１．申込みをすれば必ず入園できますか？入園は先着順ですか？

Ａ１．申込み人数が施設の入所可能人数を超えた場合は利用調整を行うため、入園をお待ちいただ

くことがあります。利用決定は先着順ではありません。「令和６年度八潮市保育所入所選考基準」に

基づき、保育の必要性の高い方から内定します。  

 

Ｑ２．兄弟で同時に申込みしました。必ず同時に同園へ入所できますか？  

Ａ２．兄弟姉妹で同時に申込みの場合、必ず同時に同園へ入所できるとはかぎりません。申請書の

確認事項にある“兄弟姉妹で同時に申込みされている場合”の希望に沿い、利用調整を行います。  
例えば“①同時期に同じ保育所に入所できる場合のみ入所する”を希望した場合、利用調整のなかで

別々の保育園であれば入所できる状況であったとしても、兄弟ともに入所をお待ちいただくことにな

ります。  
また“③１人でも入所させ、待機の兄弟姉妹は、他の預け先に預ける”を希望した場合、兄弟のうち

１人のみ入所となる可能性があります。保育を必要とする事由によりますが、就労（育児休業からの

復帰）事由で申請していた場合は、兄弟のうち１人のみの入所となっても、入所月の翌月１日までに

復職していただきますので、あらかじめご了承ください。  

 

Ｑ３．希望する施設に空きがないようですが、申込みはできますか？

希望順位は利用調整に影響しますか？ 

Ａ３．急な退所などにより空きが生じ、利用調整を行うこともありますので申込みはできます。ま

た、“第１希望にしたから有利”ということはありませんが、利用調整の中で複数人の指数が同点と

なった場合は、希望順位の高い方から内定します。   

 
Ｑ４．同住所に親族が住んでいますが、同居ではありません。証明書は必要ですか？  

Ａ４．同居・別居や世帯の別に関わらず、同住所に居住する１８歳以上６５歳未満の方は、保育を

必要とする事由が確認できる書類の提出が必要です。ただし、二世帯住宅などで生計を一にしていな

い場合については、生計が別であることがわかる書類（公共料金を別で支払っていることがわかる領

収書等）をお持ちください。  

 
Ｑ５．保育を必要とする事由が二つ以上ある場合は、どのように指数が決まりますか？  

仕事を掛け持ちしているのですが、どのように指数が決まりますか？ 

Ａ５．保育を必要とする事由が二つ以上ある場合は、提出された書類をもとにそれぞれの事由を

「令和６年度八潮市保育所入所選考基準」に照らし、高い方の指数を用います。また、就労等の形態

が細目に当てはまらない場合は、実態に即して最も近いと思われる項目に当てはめ決定します（例え

ば、ダブルワークをしておりそれぞれの勤務先の発行する勤務証明書の提出があった場合、勤務実績

が週３日８時間以上と週２日８時間以上であれば週５日８時間以上で決定します）。  
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８．保育料（利用者負担）                       

◇保育料の算定   

 保育料は、特定教育・保育施設を利用する小学校就学前子どもと同一世帯に属し、家計の中心となって

いる父母等の市区町村民税所得割額を合算した階層区分によって算定されます。小学校就学前子どもの父

母の市民税が非課税で、家計の主宰者となる祖父母等と同居している場合は、家計の主宰者となる祖父母

等の市区町村民税所得割額の階層区分によって算定されます。  
 令和６年４月～８月の保育料は令和５年度の市区町村民税所得割額、令和６年９月～令和７年３月の保

育料は、令和６年度の市区町村民税所得割額によって決定します。４月からの保育料は３月中、９月から 

の保育料は８月中に保育料決定通知書を送付します。  
※市区町村民税所得割額は、住宅借入金控除、配当控除、外国税額控除、寄付金控除等による控除の税額控除前の額になります。  
※施設を利用する場合の保育料は、所得に応じた負担を基本として、国が定める水準を上限として、市が設定します。  

令和６年度 保育料一覧（月額）   

※９．幼児教育・保育の無償化について（本冊子 19ページ）をご確認ください。  

◇保育料の算定にあたっての注意事項  

  市区町村民税が未申告の場合や、課税証明書等の算定資料が未提出の場合は、利用者負担額を一時的に

最高額に設定します。また、市区町村民税の申告・更正・修正があった場合や、転居や結婚・離婚等で世

帯構成に変更があった場合は、保育料および副食費が変更となることがありますので、速やかに八潮市保

育課または入所中の保育施設へ連絡のうえ、所定の手続きをお願いします。  
 なお、以下の場合は保育料および副食費の変更は行いません。  
・年度内に市区町村民税額が確認できない場合、または税額が変更となった連絡がない場合。  
・過去の年度分の修正申告等を遡って行ったことにより税額が変更となる場合。 

クラス

年齢

階層

区分
定　義

保育標準時間 保育短時間

要保護世帯等 要保護世帯等

３～５歳児クラスおよび

０～２歳児クラスの非課税世帯
無償（０円）※

０
～
２
歳
児
ク
ラ
ス

A

B

Ｃ－１

Ｃ－２

Ｄ－３

Ｄ－４

Ｄ－５

Ｄ－６

Ｄ－７

Ｄ－１

Ｄ－２

生活保護世帯

市民税非課税世帯

市民税均等割

市民税所得割額30,000円未満

〃 30,000円～ 57,700円未満

〃 57,700円～ 65,000円未満

〃 65,000円～ 77,101円未満

〃 77,101円～105,000円未満

〃105,000円～140,000円未満

〃140,000円～190,000円未満

〃190,000円～265,000円未満

〃265,000円～380,000円未満

〃380,000円～

0 円

0 円

13,000 円

16,000 円

18,000 円

18,000 円

27,000 円

27,000 円

38,000 円

44,000 円

55,000 円

56,000 円

60,000 円

0 円

0 円

4,000 円

5,000 円

7,000 円

7,000 円

9,000 円

27,000 円

38,000 円

44,000 円

55,000 円

56,000 円

60,000 円

0 円

0 円

12,700 円

15,700 円

17,600 円

17,600 円

26,500 円

26,500 円

37,300 円

43,200 円

54,000 円

55,000 円

58,900 円

0 円

0 円

3,900 円

4,900 円

6,900 円

6,900 円

8,900 円

26,500 円

37,300 円

43,200 円

54,000 円

55,000 円

58,900 円
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８．保育料（利用者負担）                       

◇保育料の算定   

 保育料は、特定教育・保育施設を利用する小学校就学前子どもと同一世帯に属し、家計の中心となって

いる父母等の市区町村民税所得割額を合算した階層区分によって算定されます。小学校就学前子どもの父

母の市民税が非課税で、家計の主宰者となる祖父母等と同居している場合は、家計の主宰者となる祖父母

等の市区町村民税所得割額の階層区分によって算定されます。  
 令和６年４月～８月の保育料は令和５年度の市区町村民税所得割額、令和６年９月～令和７年３月の保

育料は、令和６年度の市区町村民税所得割額によって決定します。４月からの保育料は３月中、９月から 

の保育料は８月中に保育料決定通知書を送付します。  
※市区町村民税所得割額は、住宅借入金控除、配当控除、外国税額控除、寄付金控除等による控除の税額控除前の額になります。  
※施設を利用する場合の保育料は、所得に応じた負担を基本として、国が定める水準を上限として、市が設定します。  

令和６年度 保育料一覧（月額）   

※９．幼児教育・保育の無償化について（本冊子 19ページ）をご確認ください。  

◇保育料の算定にあたっての注意事項  

  市区町村民税が未申告の場合や、課税証明書等の算定資料が未提出の場合は、利用者負担額を一時的に

最高額に設定します。また、市区町村民税の申告・更正・修正があった場合や、転居や結婚・離婚等で世

帯構成に変更があった場合は、保育料および副食費が変更となることがありますので、速やかに八潮市保

育課または入所中の保育施設へ連絡のうえ、所定の手続きをお願いします。  
 なお、以下の場合は保育料および副食費の変更は行いません。  
・年度内に市区町村民税額が確認できない場合、または税額が変更となった連絡がない場合。  
・過去の年度分の修正申告等を遡って行ったことにより税額が変更となる場合。 

クラス

年齢

階層

区分
定　義

保育標準時間 保育短時間

要保護世帯等 要保護世帯等

３～５歳児クラスおよび

０～２歳児クラスの非課税世帯
無償（０円）※

０
～
２
歳
児
ク
ラ
ス

A

B

Ｃ－１

Ｃ－２

Ｄ－３

Ｄ－４

Ｄ－５

Ｄ－６

Ｄ－７

Ｄ－１

Ｄ－２

生活保護世帯

市民税非課税世帯

市民税均等割

市民税所得割額30,000円未満

〃 30,000円～ 57,700円未満

〃 57,700円～ 65,000円未満

〃 65,000円～ 77,101円未満

〃 77,101円～105,000円未満

〃105,000円～140,000円未満

〃140,000円～190,000円未満

〃190,000円～265,000円未満

〃265,000円～380,000円未満

〃380,000円～

0 円

0 円

13,000 円

16,000 円

18,000 円

18,000 円

27,000 円

27,000 円

38,000 円

44,000 円

55,000 円

56,000 円

60,000 円

0 円

0 円

4,000 円

5,000 円

7,000 円

7,000 円

9,000 円

27,000 円

38,000 円

44,000 円

55,000 円

56,000 円

60,000 円

0 円

0 円

12,700 円

15,700 円

17,600 円

17,600 円

26,500 円

26,500 円

37,300 円

43,200 円

54,000 円

55,000 円

58,900 円

0 円

0 円

3,900 円

4,900 円

6,900 円

6,900 円

8,900 円

26,500 円

37,300 円

43,200 円

54,000 円

55,000 円

58,900 円

   

 

 ◆兄弟同時入所  
  同一世帯の小学校就学前子どもが２人以上、保育所・認定こども園・地域型保育（小規模保育

施設等）・幼稚園・特別支援学校幼稚部・知的障害児通園施設・難聴幼児通園施設・肢体不自由

児通園施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、もしくは児童デイサービスを利用

し、もしくはこれらの施設に併設される認可外保育施設※に入所する場合に、第２子の保育料を

徴収基準額の半額とし、第３子の保育料を 0 円とします。これらの施設に在籍する児童がいる場

合は、別途「保育料の多子軽減に関する届出書」の提出が必要です。  
 ※併設していない認可外保育施設は対象となりません。  
  
 ◆年収 360 万円未満相当の多子世帯（対象となる階層は令和６年度保育料一覧のうちグレー色部分） 

 世帯の市民税所得割合算額が、57,700円未満である場合、第何子かを決定する際に算定対象と

なる子どもの年齢制限等を完全に撤廃し、第２子を半額、第３子以降を 0円とします。  
要保護世帯等（ひとり親世帯、在宅障がい児（者）のいる世帯、その他家庭の事情等により保育料

の負担を軽減する必要があると認められる世帯）については、77,101 円未満である場合、第何子か

を決定する際に算定対象となる子どもの年齢制限等を完全に撤廃し、第２子以降を 0円とします。  
  
 ◆第 3 子以降（2 歳児クラス以下）  
 第 1子、第２子の年齢に関わらず、第３子以降の子どもが保育所・認定こども園・地域型保育

（小規模保育施設）の０歳児～２歳児クラスに在籍している場合、第３子以降の保育料を 0 円とします。  
対象者となる場合は、別途「保育料減免申請書」の提出が必要です。  
  
 ◆ひとり親世帯について 
 該当児童と同一世帯に属し、家計の主宰者となっている父又は母（該当児童の父又は母の市

民税が非課税であり、家計の主宰者となる祖父母等と同居している場合は、家計の主宰者となる

祖父母等の市民税所得割額によって算定する。）の市民税所得割額が７７，１０１円未満であっ

た場合、0円とします。対象者となる場合は、別途「保育料減免申請書」の提出が必要です。  

 
 
◇保育料の納期限について  
 各月の保育料の納期限については、毎月月末となります。ただし、１２月・３月は２５日が納
期限となりますので、ご注意ください。 
※月末および２５日が土日祝日の場合は、翌営業日が納期限となります。 
  
◇口座振替について  
 保育料（公立は副食費含む）の納付は口座振替をご利用ください。口座振替に必要な書類「八
潮市税等口座振替依頼書・自動払込利用申込書」は市内の金融機関、ゆうちょ銀行または入所中
の保育施設で配布しております。（提出は各金融機関です。市役所では受領できません。）なお、
認定こども園、小規模保育施設等については、各施設での徴収となりますので入所中の保育施設
へお問合せください。  
  
◇保育料の滞納について  
 保育料を滞納すると、地方税の滞納処分の例により、財産の差押え等の滞納処分を受けることが 
あります。保育料を滞納し、一括での納付が困難となった場合は、速やかに保育課へご相談くださ
い。小規模保育施設・認定こども園に在園している方については、直接各施設へご相談ください。

◇保育料の減免 
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＊年少クラス～年長クラス 
通常の教育時間分（おおむね９時から１４時）の利用料が月額上限 25,700円まで無償となります。 

※満３歳に達したお子さんが翌年度の４月を待たずに就園し、年少クラスに通う場合（週５日程度のカリキュラムを受け、

年少クラスと同額程度の利用料を支払う場合に限る）も、利用料が月額 25,700円まで無償となります。 
 
預かり保育を利用した場合 

市から「子育てのための施設等利用給付認定（保育の必要性の認定）」を受けたお子さんについては、通常の

教育時間分月額 25,700円に加え、利用日数と利用実態に応じて月額上限 11,300円の範囲で無償と

なります。 
※満３歳に達したお子さんが翌年度の４月を待たずに就園し、年少クラスに通い預かり保育を利用する場合、 

 預かり保育分が無償となるのは住民税非課税世帯のお子さんのみです。 
 

＊３歳児クラス～５歳児クラス 
市から「子育てのための施設等利用給付認定（保育の必要性の認定）」を受けたお子さんについては、 

利用料が月額上限 37,000円まで無償となります。 
 
＊０歳児クラス～２歳児クラス 

市から「子育てのための施設等利用給付認定（保育の必要性の認定）」を受けた住民税非課税世帯のお子さん

は、利用料が月額上限 42,000円まで無償となります。 
 ※ファミリー・サポート・センターについて、お子さんの送迎のみの利用は無償化の対象外となります。   

 

＊３歳児クラス～５歳児クラス 
　自己負担分が無償となります。 

＊０歳児クラス～２歳児クラス 
　住民税非課税世帯のお子さんに限り、自己負担分が無償となります。

 

 

９．幼児教育・保育の無償化について                     

◇令和元年１０月１日から、幼児教育・保育の無償化が始まりました。  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育所（園）、認定こども園、新制度に移行した幼稚園、地域型保育（小規模保育、   

家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育）、企業主導型保育（標準的な利用料の場合のみ）  
 

＊３歳児クラス～５歳児クラス 
   

利用料は無償となります。所得に関係なく、利用料の支払いは不要となります。   
認定こども園、新制度に移行した幼稚園の預かり保育を利用した場合  

市から「子育てのための施設等利用給付認定（保育の必要性の認定）」を受けたお子さんについては、利用日

数と利用実態に応じて月額上限 11,300円の範囲で無償となります。  
 

＊０歳児クラス～２歳児クラス 
住民税非課税世帯のお子さんは、利用料が無償となります。算定に用いる市区町村民税所得割額の

年度等については、保育料の算定（本冊子１７ページ）をご確認ください。 
多子世帯の保育料の減免について 

上のお子さんの保育料が無償となった場合でも、下のお子さんに対する保育料の減免は従来どおり

です。詳細は、保育料の減免（本冊子１８ページ）をご確認ください。 
 

以下、「認可の保育所等」  
 

従来型の私立幼稚園  
 

認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター 
 

 
以下、「認可外保育施設等」 

 

障がい児通園施設（児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援など）  
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＊年少クラス～年長クラス 
通常の教育時間分（おおむね９時から１４時）の利用料が月額上限 25,700円まで無償となります。 

※満３歳に達したお子さんが翌年度の４月を待たずに就園し、年少クラスに通う場合（週５日程度のカリキュラムを受け、

年少クラスと同額程度の利用料を支払う場合に限る）も、利用料が月額 25,700円まで無償となります。 
 
預かり保育を利用した場合 

市から「子育てのための施設等利用給付認定（保育の必要性の認定）」を受けたお子さんについては、通常の

教育時間分月額 25,700円に加え、利用日数と利用実態に応じて月額上限 11,300円の範囲で無償と

なります。 
※満３歳に達したお子さんが翌年度の４月を待たずに就園し、年少クラスに通い預かり保育を利用する場合、 

 預かり保育分が無償となるのは住民税非課税世帯のお子さんのみです。 
 

＊３歳児クラス～５歳児クラス 
市から「子育てのための施設等利用給付認定（保育の必要性の認定）」を受けたお子さんについては、 

利用料が月額上限 37,000円まで無償となります。 
 
＊０歳児クラス～２歳児クラス 

市から「子育てのための施設等利用給付認定（保育の必要性の認定）」を受けた住民税非課税世帯のお子さん

は、利用料が月額上限 42,000円まで無償となります。 
 ※ファミリー・サポート・センターについて、お子さんの送迎のみの利用は無償化の対象外となります。   

 

＊３歳児クラス～５歳児クラス 
　自己負担分が無償となります。 

＊０歳児クラス～２歳児クラス 
　住民税非課税世帯のお子さんに限り、自己負担分が無償となります。

 

 

９．幼児教育・保育の無償化について                     

◇令和元年１０月１日から、幼児教育・保育の無償化が始まりました。  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育所（園）、認定こども園、新制度に移行した幼稚園、地域型保育（小規模保育、   

家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育）、企業主導型保育（標準的な利用料の場合のみ）  
 

＊３歳児クラス～５歳児クラス 
   

利用料は無償となります。所得に関係なく、利用料の支払いは不要となります。   
認定こども園、新制度に移行した幼稚園の預かり保育を利用した場合  

市から「子育てのための施設等利用給付認定（保育の必要性の認定）」を受けたお子さんについては、利用日

数と利用実態に応じて月額上限 11,300円の範囲で無償となります。  
 

＊０歳児クラス～２歳児クラス 
住民税非課税世帯のお子さんは、利用料が無償となります。算定に用いる市区町村民税所得割額の

年度等については、保育料の算定（本冊子１７ページ）をご確認ください。 
多子世帯の保育料の減免について 

上のお子さんの保育料が無償となった場合でも、下のお子さんに対する保育料の減免は従来どおり

です。詳細は、保育料の減免（本冊子１８ページ）をご確認ください。 
 

以下、「認可の保育所等」  
 

従来型の私立幼稚園  
 

認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター 
 

 
以下、「認可外保育施設等」 

 

障がい児通園施設（児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援など）  
 

  

   

  
   
◇入所後にかかる費用のイメージ（保育所、認定こども園（保育認定）、小規模保育の場合）  

利用者負担        

（０～２歳児クラスのみ） ＋  
延長保育料  

（希望者のみ） 
＋  

給食費 

（主食費＋副食費） 
※3 歳児クラス以上のみ 

＋  
実費徴収  

   
上乗せ徴収 

  
利 用 者 負 担…無償化の対象となるお子さんは０円です。０歳児クラス～２歳児クラスの住民税   

        課税世帯のお子さんについては、保育料一覧（本冊子１７ページ）をご確認ください。  
延 長 保 育 料…延長保育を利用した場合、全てのお子さんに延長保育料がかかります。詳細は、  
             （本冊子１４ページおよび保育のしおり別冊）をご確認ください。  
給  食  費  …主食費（ごはん・パン等）および副食費（おかず・おやつ）について実費徴収しま 

       す。金額や徴収方法は園によって異なります。なお、０～２歳児クラスについては、 

       保育料の中に給食費が含まれています。 
 

 
実 費 徴 収…通園送迎費・行事費・教材費・制服代等について実費徴収します。金額や徴収方法 

      は園によって異なります。  

上乗せ徴収…教育・保育の質の向上を図る上で特に必要と認められる対価について、保護者に負担を 

      求めるものです。 

 
 認可の保育所等、認可外保育施設、一時預かりについて保育課（内線４８０）、私立幼稚園について教育総務課（内線３７７）、 
 病児保育、ファミリー・サポート・センターについて子育て支援課（内線８３９）、障がい児通園施設について障がい福祉課（内線４２８）  

 

◇複数の施設・事業を併用した場合（よくあるお問合せのパターン）         
    

施設・事業の組み合わせによっては無償化の対象とならない場合があります。  
◆認可の保育所等にお通いの方が、認可外保育施設等（職場内託児所を含む）を併用した場合

  

　認可の保育所等の利用料は無償となりますが、認可外保育施設等の利用料は無償化の対象外です。 
 

◆従来型の私立幼稚園にお通いの方が、預かり保育及び認可外保育施設等（職場内託児所を含む）を併用した場合 

市から「子育てのための施設等利用給付認定（保育の必要性の認定）」を受けたお子さんについて、

通常の教育時間分月額 25,700円に加え、預かり保育分（利用日数と利用実態による）と認可外保育施

設等分合わせて月額上限 11,300円の範囲で無償となります。  
※預かり保育を利用せず認可外保育施設等を利用した場合、認可外保育施設等の利用料は無償化の対象外です。  

◆認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センターの４つの中で併用した場合 

市から「子育てのための施設等利用給付認定（保育の必要性の認定）」を受けた、３歳児クラス～５

歳児クラスのお子さんは利用料が月額上限 37,000円まで無償、０歳児クラス～２歳児クラスの住民税

非課税世帯のお子さんは利用料が月額上限 42,000円まで無償となります。  
 

お問い合わせ

◇副食費が免除となる場合 

以下のいずれかに該当する場合は、副食費が免除となります。  
① 生活保護世帯であること 

② 世帯の市民税所得割合算額が年収３６０万円未満相当であること ※下表参照 

③ 所得に関係なく全ての世帯の小学校就学前子どものうち第３子以降であること ※下表参照 

認定 
②市民税所得割額 

（年収３６０万円未満相当） 
③第３子カウント方法 

１号認定 ７７，１０１円未満 
同一世帯内において、小学校３年

生までで数えた場合の第３子以降 

２号認定（ひとり親世帯等） ７７，１０１円未満 
同一世帯内において、就学前まで

で数えた場合の第３子以降 

２号認定（ひとり親世帯等以外） ６５，０００円未満 
同一世帯内において、就学前まで

で数えた場合の第３子以降 
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１０．保育所・認定こども園・小規模保育施設について

◇施設一覧 （施設番号１～４は公立、５以降は私立の施設となります。）  

施設種別 施設 
番号 施設名 

認可

定員 
※１ 

受入月齢 

開所時間 
延長

保育 
※２ 

送迎

保育 始期 終期 

保育所 

1 八条保育所  60

生後6ヶ月  

小学校

就学前  

A   
2 伊草保育所  60 A   
3 古新田保育所  60 A   
4 南川崎保育所  90 B ○ ○ 
5 八潮ひまわり保育園  60 C ○ ○ 
6 やしお花桃保育園  70

生後57日   
D ○  

7 けやきの森保育園やしお  95 D ○  
8 八潮かえで保育園  85 D ○  
9 やしおエンゼル保育園  80

生後6ヶ月 

E ○  
10 しおどめ保育園八潮駅北  70 E ○ ○ 
11 八潮なないろ保育園 30 E ○  

12 コビープリスクールやしおステーション  30 G ○ ◎ 
13 けやきの森保育園やしお桜園  90 生後57日   

小学校

就学前  

D ○  
14 八潮みひかり保育園  75

生後6ヶ月

D ○  
15 みつもり保育園  90 D ○  
16 コビープリスクールやしおフレスポ  60 D ○  
17 八潮しおどめ保育園  75 E ○  
18 よつもり保育園  75 D ○  
19 コビープリスクールやしお  75 E ○ ○ 
20 ふれあいしおどめ保育園八潮  57 D ○  

認定   

こども園 21 認定こども園しおどめの森  118  E ○ ○ 

小規模 
保育施設 
  

22 しおどめ保育園小規模認可Ａ型  15

2 歳児

クラス  

E ○ ○ 
23 みひかり保育園     Ａ型   13 D ○  
24 ふぇありぃ保育園八潮駅南口園Ａ型   15 D ○  
25 ふぇありぃ保育園八潮中央園Ａ型  14 D ○  
26 もりまさ保育園     Ａ型   18 D ○  
27 おひさま保育園     Ａ型   12 D ○  
28 しおどめ保育園八潮茜町 Ａ型  18 E ○  
29 ふぇありぃ保育園八潮大瀬園Ｂ型  18 D ○  

30 おひさま保育園フレンズ Ｂ型  18 D ○  
31 アルタベビーやしお園  Ａ型  19

生後57日   
D ○  

32 やしお子心保育園  Ａ型   18 D ○  
33 アルタベビーやしお駅前園 A 型  19 D ○  
34 おひさま保育園フレンズ虹 A 型  19

生後6ヶ月

D ○  
 35 エンジェルハウス八潮園 A 型 19  D ○  

 36 オフイク八潮 A 型 19  F ○  

Ａ～G…次ページの各保育施設の開所時間に対応  〇…延長保育・送迎保育を実施している園  ◎…送迎保育の拠点となる園  
※１ 認可定員は、実際に保育を実施する児童数とは異なる場合があります。  
※２ 詳細につきましては、保育のしおり１４ページおよび保育のしおり別冊をご確認ください。  

pa93017
テキストボックス
２歳児

pa93017
テキストボックス
クラス

pa93017
折れ線
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１０．保育所・認定こども園・小規模保育施設について

◇施設一覧 （施設番号１～４は公立、５以降は私立の施設となります。）  

施設種別 施設 
番号 施設名 

認可

定員 
※１ 

受入月齢 

開所時間 
延長

保育 
※２ 

送迎

保育 始期 終期 

保育所 

1 八条保育所  60

生後6ヶ月  

小学校

就学前  

A   
2 伊草保育所  60 A   
3 古新田保育所  60 A   
4 南川崎保育所  90 B ○ ○ 
5 八潮ひまわり保育園  60 C ○ ○ 
6 やしお花桃保育園  70

生後57日   
D ○  

7 けやきの森保育園やしお  95 D ○  
8 八潮かえで保育園  85 D ○  
9 やしおエンゼル保育園  80

生後6ヶ月 

E ○  
10 しおどめ保育園八潮駅北  70 E ○ ○ 
11 八潮なないろ保育園 30 E ○  

12 コビープリスクールやしおステーション  30 G ○ ◎ 
13 けやきの森保育園やしお桜園  90 生後57日   

小学校

就学前  

D ○  
14 八潮みひかり保育園  75

生後6ヶ月

D ○  
15 みつもり保育園  90 D ○  
16 コビープリスクールやしおフレスポ  60 D ○  
17 八潮しおどめ保育園  75 E ○  
18 よつもり保育園  75 D ○  
19 コビープリスクールやしお  75 E ○ ○ 
20 ふれあいしおどめ保育園八潮  57 D ○  

認定   

こども園 21 認定こども園しおどめの森  118  E ○ ○ 

小規模 
保育施設 
  

22 しおどめ保育園小規模認可Ａ型  15

2 歳児

クラス  

E ○ ○ 
23 みひかり保育園     Ａ型   13 D ○  
24 ふぇありぃ保育園八潮駅南口園Ａ型   15 D ○  
25 ふぇありぃ保育園八潮中央園Ａ型  14 D ○  
26 もりまさ保育園     Ａ型   18 D ○  
27 おひさま保育園     Ａ型   12 D ○  
28 しおどめ保育園八潮茜町 Ａ型  18 E ○  
29 ふぇありぃ保育園八潮大瀬園Ｂ型  18 D ○  

30 おひさま保育園フレンズ Ｂ型  18 D ○  
31 アルタベビーやしお園  Ａ型  19

生後57日   
D ○  

32 やしお子心保育園  Ａ型   18 D ○  
33 アルタベビーやしお駅前園 A 型  19 D ○  
34 おひさま保育園フレンズ虹 A 型  19

生後6ヶ月

D ○  
 35 エンジェルハウス八潮園 A 型 19  D ○  

 36 オフイク八潮 A 型 19  F ○  

Ａ～G…次ページの各保育施設の開所時間に対応  〇…延長保育・送迎保育を実施している園  ◎…送迎保育の拠点となる園  
※１ 認可定員は、実際に保育を実施する児童数とは異なる場合があります。  
※２ 詳細につきましては、保育のしおり１４ページおよび保育のしおり別冊をご確認ください。  

◇施設種別について   

保育所（園）…就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する児童福祉施設   

認定こども園…幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設  

小規模保育施設…１９人以下の少人数を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもと保育を行う施設  
 

     Ａ型…配置基準で定められた保育従事職員が、すべて保育士である施設  

     Ｂ型…配置基準で定められた保育従事職員のうち、１／２以上が保育士である施設  
  

◇保育日及び開所時間  

　保育日は、月曜日から土曜日となります。日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日から１月３日ま

で）は休所となります。  

◆各保育施設の開所時間  

◆保育所等を利用できる時間と日数  

　保育所等を利用できる時間と日数は、保育の必要量（本冊子１ページ）の区分で定められた時間を 

上限とし、保護者の就労状況等を基に施設長と相談の上決定します。原則として、保育を必要とす 

る事由以外の理由（買い物や、趣味の講座等）で利用することはできません。（土曜日についても同 

様の取扱いとなります。） なお、やむを得ない事情等がある場合は通所する施設へご相談ください。 

（例、父母が共に就労事由で保育所等を利用する場合のイメージ）
  

7:00 8:00 17:00 18:00 19:00

父（週５日） 通勤 就労 通勤

母（週４日） 通勤 就労 通勤

←保育所等を利用できる時間 （週 ４日 ）→

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

平日 7：30～18：30

土曜 7：30～14：00

平日 7：00～19：00

土曜 7：30～14：00

平日 7：00～19：00

土曜 7：30～15：00

平日 7：30～19：30

土曜 7：30～18：30

平日 7：00～19：00

土曜 7：30～18：30

平日 7：30～20：00

土曜 7：30～19：00

※

土曜 7：30～18：30

一時保育

送迎保育
平日 7：00～20：00 延長

※コビープリスクールやしおステーション入所児童に限り、延長保育に加えて一時保育（19：00～20：00※満1歳以上のみ）を
　 利用することで、最長で20：00までお子さんをお預かりすることができます。

延長

19:30

延長

延長

延長

20:0015:00 18:00 18:30 19:007:00 7:30

G

F

14:00施設の開所時間

A

B

C

延長
延長

D

E
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　第１号様式（第５条、第１５条関係）

（宛先）八潮市長

　　　　八潮市福祉事務所長

〒 －

〒 －

□

□

該当する□全てにレ点を付けてください。

（申請子どもとの続柄）　　　　　　

　父・母・その他（　　　　　　）

（申請子どもとの続柄）　　　　　　

　父・母・その他（　　　　　　）

利用を希望する期間、希望する施設を記入してください。

就学 □ その他（　　　）

□ 就労 □
妊娠
出産 □

疾病
障害等

災害
復旧 □

求職
活動等

就学 □ その他（　　　）

児童コード
受　　　付

4

　子どものための教育・保育給付認定申請書
　兼　保育の利用申込書

1

2

3

利 用 を 希 望
す る 施 設 名

6

5 10

7

年　　　月　　　日から　　　　年　　　月　　　日まで ・ 就学前まで

年 月

2

4

□有

□有

1

保育を必
要とする

事由

□ 就労 □

□

□
介護
看護 □□

疾病
障害等

災害
復旧 □

□
介護
看護 □

□
妊娠
出産

求職
活動等

　子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定及び特定教育・保育施設等の利用等について、次のとおり申請します。

　この申請による子ども・子育て支援法に係る教育・保育給付認定、特定教育・保育施設等の利用等及び利用者負担額の決定に必要な、小学校就学前子どもの

属する世帯及び当該小学校就学前子どもと生計を一にする世帯の全ての者に係る市が保有する個人情報の利用及び入所施設等への提供に、当該全ての者が同意

しています。
申請日

氏名 印 現住所が市外の場合
市内転入後の住所

〒　

フリガナ

申請
子ども

との続柄

※　自署の場合は印は不要です。

居住地

申
請
保
護
者 父携帯　・　母携帯

父勤務先　・　母勤務先
自宅・その他（　　　）

②

□有

父携帯　・　母携帯
父勤務先　・　母勤務先
自宅・その他（　　　）

同居者を全員記入してください。

生
計
の
中
心
者
の
番
号
に
〇
を
付
け
て
く
だ
さ
い

申
請
子
ど
も
の
保
護
者
及
び
同
居
者

申請子ども
との続柄 生年月日

就労・通学・通園先
又は単身赴任先

要介護認定又は
障害者手帳

6 □有

3

8

9

希望順位 施設番号 施設名 希望順位 施設名施設番号

日

利用を希望する期間

保育の希
望の有無

□

□
短  時  間

申請
子ども

フリガナ 現住所
申請者保護者と異
なる場合のみ記載

氏名

　保護者の労働又は疾病等の理由により、保育所等において保育の利用を希望する場合
　（幼稚園等と併願の場合を含む。）有

無 　幼稚園等の利用を希望する場合（保育所等と併願の場合を除く。）

保育必要量
（8：30～16：30に収まる場合は短時間）

標 準 時 間

男
・
女

日中の連絡先（電話番号）＊確実に連絡の取れる順に記入してください。

生年月日

5 □有年 月 日

フリガナ

氏名

生年月日

□有

①

１１．書類の記入例

☑

マルタ　タロウ

　○田　小太郎

マルタ　コタロウ

○○年○○月○○日

○○年○○月○○日

○○年○○月○○日

○○年○○月○○日

○○年○○月○○日

☑

○○○○商事

△△保育園

◇

○ ○○保育園

× ××保育園

△

◆ ◆◆保育園

令和６ ４ １

○田　桃子

マルタ　ハナコ
姉

◇◇保育園

マルタ　モモコ
母

マルタ　タロウ
父

☑

令和5年11月16日

八潮市○○-△-△-△
父

000000

○田　一郎

（株）◇◇サービス

△△小学校

○田　花子

マルタ　イチロウ
兄

☑

○○年○○月○○日

同時申請

○田　太郎

○田 太郎

・保育のしおり別冊で施設番号を確認し、施設名は省略せずに記入してください。利用調
整を行うにあたり、施設番号と施設名が一致しなかった場合は施設名に記載された施設
で選考します。

・希望する施設を10ヶ所までご記入いただけますが、必ず施設の開所時間内に通える
施設を選択してください。入所後に、施設の開所時間を超過した場合、退所もしくは転
所していただく場合があります。

・入所決定後に、自宅からの距離が遠い、施設の開所時間内に送迎ができない等の理由
で辞退・取り下げしますと、その後の利用調整で減点の対象となります。

○○○-×××-△△△△○○○-△△△-××××



－ 24 －

　第１号様式（第５条、第１５条関係）

（宛先）八潮市長

　　　　八潮市福祉事務所長

〒 －

〒 －

□

□

該当する□全てにレ点を付けてください。

（申請子どもとの続柄）　　　　　　

　父・母・その他（　　　　　　）

（申請子どもとの続柄）　　　　　　

　父・母・その他（　　　　　　）

利用を希望する期間、希望する施設を記入してください。

就学 □ その他（　　　）

□ 就労 □
妊娠
出産 □

疾病
障害等

災害
復旧 □

求職
活動等

就学 □ その他（　　　）

児童コード
受　　　付

4

　子どものための教育・保育給付認定申請書
　兼　保育の利用申込書

1

2

3

利 用 を 希 望
す る 施 設 名

6

5 10

7

年　　　月　　　日から　　　　年　　　月　　　日まで ・ 就学前まで

年 月

2

4

□有

□有

1

保育を必
要とする

事由

□ 就労 □

□

□
介護
看護 □□

疾病
障害等

災害
復旧 □

□
介護
看護 □

□
妊娠
出産

求職
活動等

　子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定及び特定教育・保育施設等の利用等について、次のとおり申請します。

　この申請による子ども・子育て支援法に係る教育・保育給付認定、特定教育・保育施設等の利用等及び利用者負担額の決定に必要な、小学校就学前子どもの

属する世帯及び当該小学校就学前子どもと生計を一にする世帯の全ての者に係る市が保有する個人情報の利用及び入所施設等への提供に、当該全ての者が同意

しています。
申請日

氏名 印 現住所が市外の場合
市内転入後の住所

〒　

フリガナ

申請
子ども

との続柄

※　自署の場合は印は不要です。

居住地

申
請
保
護
者 父携帯　・　母携帯

父勤務先　・　母勤務先
自宅・その他（　　　）

②

□有

父携帯　・　母携帯
父勤務先　・　母勤務先
自宅・その他（　　　）

同居者を全員記入してください。

生
計
の
中
心
者
の
番
号
に
〇
を
付
け
て
く
だ
さ
い

申
請
子
ど
も
の
保
護
者
及
び
同
居
者

申請子ども
との続柄 生年月日

就労・通学・通園先
又は単身赴任先

要介護認定又は
障害者手帳

6 □有

3

8

9

希望順位 施設番号 施設名 希望順位 施設名施設番号

日

利用を希望する期間

保育の希
望の有無

□

□
短  時  間

申請
子ども

フリガナ 現住所
申請者保護者と異
なる場合のみ記載

氏名

　保護者の労働又は疾病等の理由により、保育所等において保育の利用を希望する場合
　（幼稚園等と併願の場合を含む。）有

無 　幼稚園等の利用を希望する場合（保育所等と併願の場合を除く。）

保育必要量
（8：30～16：30に収まる場合は短時間）

標 準 時 間

男
・
女

日中の連絡先（電話番号）＊確実に連絡の取れる順に記入してください。

生年月日

5 □有年 月 日

フリガナ

氏名

生年月日

□有

①

１１．書類の記入例

☑

マルタ　タロウ

　○田　小太郎

マルタ　コタロウ

○○年○○月○○日

○○年○○月○○日

○○年○○月○○日

○○年○○月○○日

○○年○○月○○日

☑

○○○○商事

△△保育園

◇

○ ○○保育園

× ××保育園

△

◆ ◆◆保育園

令和６ ４ １

○田　桃子

マルタ　ハナコ
姉

◇◇保育園

マルタ　モモコ
母

マルタ　タロウ
父

☑

令和5年11月16日

八潮市○○-△-△-△
父

000000

○田　一郎

（株）◇◇サービス

△△小学校

○田　花子

マルタ　イチロウ
兄

☑

○○年○○月○○日

同時申請

○田　太郎

○田 太郎

・保育のしおり別冊で施設番号を確認し、施設名は省略せずに記入してください。利用調
整を行うにあたり、施設番号と施設名が一致しなかった場合は施設名に記載された施設
で選考します。

・希望する施設を10ヶ所までご記入いただけますが、必ず施設の開所時間内に通える
施設を選択してください。入所後に、施設の開所時間を超過した場合、退所もしくは転
所していただく場合があります。

・入所決定後に、自宅からの距離が遠い、施設の開所時間内に送迎ができない等の理由
で辞退・取り下げしますと、その後の利用調整で減点の対象となります。

○○○-×××-△△△△○○○-△△△-××××

保育を必要とする理由に応じて記入してください。

□ □ □ □ □ □

□ □ □ □

□ □ （ ） □ □ （ ）

徒歩・自転車・バス・自動車・電車・その他（　　　） 徒歩・自転車・バス・自動車・電車・その他（　　　）

※複数手段がある場合は全てに○を付けてください。 ※複数手段がある場合は全てに○を付けてください。

約 分 （往復時間を記入してください。） 約 分 （往復時間を記入してください。）

□ 無 □ 無

□ 有　⇒ □ 有　⇒

から から

から から

□ 無
□ 有　⇒ （予定日） 年 月 日

年 月 日から

年 月 日まで

（産休後の予定）

（疾病・障がい） （手帳交付） （疾病・障がい） （手帳交付）

□ 有 □ 無 □ 有 □ 無

□入院中　　通院(月・週　　　　回） □入院中　　通院(月・週　　　　回）

□通所・通学（週　　　　回） □通所・通学（週　　　　回）

　施設名（　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　施設名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

災害の状況： 災害の状況：

活動の内容： 活動の内容：

徒歩・自転車・バス・自動車・電車・その他（　　　） 徒歩・自転車・バス・自動車・電車・その他（　　　）

※複数手段がある場合は全てに○を付けてください。 ※複数手段がある場合は全てに○を付けてください。

約 分 （往復時間を記入してください。） 約 分 （往復時間を記入してください。）

□ 週 □ 週

□ 月 □ 月

保育を行うことが困難と認められる内容 保育を行うことが困難と認められる内容

添付書類　（以下の中から該当する書類を添付してください。）

1 居宅外で就労されている方（予定を含む）

自営(自宅外自営、親族経営等の自営を含む)の場合

2 出産前後の方（出産前６週間・後８週間に限る）

3 保護者が学校に在学中の方

4 保護者が病気の方

5 保護者が障がいをお持ちの方

6 保護者が介護・看護している方

7 保護者が災害の復旧にあたっている方

8 保護者が求職中の方

9 虐待やDVの恐れがある等社会的擁護が必要な場合

（申請子どもとの続柄：　　　　）

就
労

就労
種別

前年１月
１日以降
の転職

就労証明書、自営の証明書類の写し(最新の確定申告書、営業許可証、 開業届等)

就労証明書（※変則就労の場合は、シフト表を添付してください。）

居宅外労働居宅外労働

内職内職 その他：

就労先名：

日まで

日、１日

就労期間：

自営　⇒

妊娠・出産
（申請時点）

自宅

①死亡　②離婚　③別居（離婚前提・その他）　④拘禁
⑤行方不明　⑥未婚　⑦その他（　　　　　　　）

（産休期間）

自営　⇒ 自宅 中心者

母親の状況父親の状況

自宅以外 協力者自宅以外 協力者

中心者

その他：

疾病・障がい

通勤手段
・時間

通勤手段通勤手段

通勤時間通勤時間

就労期間：

就労先名：

就労期間：就労期間：

育休・職場復帰・求職

就労先名：

就労先名：

介
護
・
看
護

被介護者名

月

災害復旧

（申請子どもとの続柄：　　　　）

傷病・障害名

受診等
の状況

①死亡　②離婚　③別居（離婚前提・その他）　④拘禁
⑤行方不明　⑥未婚　⑦その他（　　　　　　　）

求職活動等

就
学

通学手段
・時間

通学手段通学手段

通学時間通学時間

就学の
目的

　□卒業後就労するため　□その他（ 　　　　）

（就労日数・時間）

年

不存在

　□卒業後就労するため　□その他（ 　　　　）

期間 年

時間就労

月 日まで

新たに生まれるお子さんの母子健康手帳の写し(保護者氏名と出産予定日が記載されているページ)

在学証明書(入学予定の場合は合格通知等)又は学生証の写し、時間割等

その他

卒業後
の予定

（就労日数・時間）

障がいによる手帳等の交付を受けている方…身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し
交付を受けていない方…診断書

介護（看護）を受ける方の診断書、又は身体障害者手帳の写し等

求職カードの写し又は雇用保険受給者証の写し

申立書又は震災、風水害、火災等の罹災証明書等

配偶者からの暴力被害者の保護に関する証明書等

診断書

日、１日 時間就労

①

②

①

②

①

②

①

②

☑ ☑

30 60

１枚目の「保育を必要とする事由」で☑をつけた項目について、

父母それぞれの状態を記入してください。（該当項目がある場合、

全ての項目について記入してください。）

ひとり親家庭の方は、配偶者の不存在理由に

ついていずれかに○をつけてください。
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祖父母の状況

児童の状況

確認事項

2

5

申請時点で育児休業を
取得中（予定）の場合

希 望 す る 月 に 入 所
で き な か っ た 場 合

　□ 無

　□ 有

　過去に保育所、家庭保育室、
　幼稚園等に預けていたことが

（施設名：　　　　　　　　　）
（退所日：　　　　　　　　　）

自宅で見ている

現
在
の
保
育
の
状
況

送迎の方法

住居の状況

 ①自家用車　②自転車　③徒歩　④バス　⑤電車　⑥その他（　　　　　　　　　　　　）

 ①自家　②借家（家賃　　　　　円）　③親戚宅に同居（家主：　　　　　　　　　　　　　　　　）

□就労　□疾病・障がい　□無職　□その他

無　・　有（指摘事項：　　　　　　　　　　　　　　　　　）・未診

無　・　有（指摘事項：　　　　　　　　　　　　　　　　　）・未診

無　・　有（指摘事項：　　　　　　　　　　　　　　　　　）・未診

　　　　　　　　 病院・施設名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　）

母
方

1
保育所・幼稚園
・認可外保育施
設に預けている

 施設名：　　　　　　　　　　　　　　　　所在地：

 ・利用日数：週　　　日利用　　・保育時間：　　　時　　　分 ～ 　　　時　　　分

 ・入所日：　　　　年　　月　　日入所　　／　　月額保育料：　　　　　　　円

歩　　行

発
達
状
態

 小便（　一人で可 ・ 一人で不可　）　　　　　大便（　一人で可　・　一人で不可　）

 普通　・　遅め　・　日本語を教えていない　・　その他（　　　　　　　　　　　　）

 良　・　不良　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　 障害手帳　　（　　　　級）・ 服薬（ 朝 ・ 昼 ・ 夕 ・　　　　　　　　）

乳幼児健診時の
指 摘 事 項

 無　・　有（症状：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 無　・　有（症状：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　慢性疾患等
（病気や発達のこと
で治療や相談をして
いる病院・施設）

 無　・　有　→　病名・症状　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　）

 ①自宅保育（母 ・ 父 ・　　　　　　）　②職場に連れていく（母 ・ 父 ・　　　　　　　　　　）

 ③親戚・知人等に預ける（保護者との関係：　　　　　）　④その他（　　　　　　　　　）

3
職場に連れて
行っている

4
親戚・知人等に
預けている

視　　覚  良　・　不良　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

心 身 の 障 が い

ア レ ル ギ ー

大 き な 病 気

健
康
状
態

排　　泄

言　　語

聴　　覚

父
方

申請子どもとの続柄 氏名・年齢 住所 日中の状況

（　　歳) 同居・（　　　　　　　　　　　　　　　　）

兄 弟 姉 妹 で 同 時 に
申込みされている場合

①同時期に同じ保育所に入所できる場合のみ入所する

②別々の保育所でも同時期なら入所する

　□同じ保育所に入所できるなら希望順位を落とすことも可能

　□それぞれの希望順位を優先する

③１人でも入所させ、待機の兄弟姉妹は、他の預け先に預ける

　⇒①預け先（予定）職場に行く　②親戚・知人に預ける　③その他（　　　　　　　　 ）

４か月児健診 無　・　有（指摘事項：　　　　　　　　　　　　　　　　　）・未診

１０か月児健診

１歳６か月児健診

３歳児健診

 無　・　有（症状：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 具体的な状況：

生活保護の適用の有無  適用なし・適用あり（　　　年　   月　  日保護開始）

育休後の予定

　　　①直ちに復職希望　　②希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる

 無　・　有　（具体的な状況：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
健 康 上 ま た は 発 達
上 、 気 に な る こ と

宗教上の理由で食
べられないもの

祖父

祖母

祖父

祖母

有・無

有・無

有・無

有・無

 母 ・ 父 ・ 祖母 ・ 祖父 ・ その他（　　　　　　　　）

2

5
の
方

 母 ・ 父 ・ 祖母 ・ 祖父 ・ その他（　　　　　　　　）

 職場内託児施設：　有（有料・無料）　・　無

 保護者との関係：

 保育場所：

 無　・　有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 できる　・　できない（寝返り　・　はいはい　・　つかまり立ち　・　よちよち歩き　）

そ　の　他

☑就労　□疾病・障がい　□無職　□その他

☑就労　□疾病・障がい　□無職　□その他

□就労　□疾病・障がい　☑無職　□その他

○田　○美（70歳)

同居・（　××県○○市××－○　　　　　）

同居・（　××県○○市××－○　　　　　）

同居・（　八潮市×丁目×番地　　　　　　）

   ☑

×川　×朗（64歳)

×川　◇江（65歳)

児童の年齢に応じて受けるべき検診の結果について、無・有・未診のいずれかに○をつけ、

有の場合は指摘事項を記入してください。

・心身の障害やアレルギー、宗教上の理由で食べられないもの、大きな病気、慢性疾患に

ついて該当する場合は有に○をつけ、内容について記入してください。

・アレルギー及び宗教上の理由で食べられないものについては、できるだけ詳細に記入し

てください。

発達状態や気になることについて、現在の状況を記入してください。

・就労事由で申請する方が、申請時点で育児休業を取得（予定）

している場合はいずれかに○をつけてください。

②に○をつけた場合、令和６年度八潮市保育所入所選考基準調

整指数24（本冊子１０ページに該当し、４０点の減点があります。

現在の住居の状況、申請時点で予定している保育所等への送迎の方法および希望する月

に入所できなかった場合の保育方法について、記入してください。

・兄弟姉妹で同時に申込みされている場合は、兄弟それぞれの申請書の同じ番号に○をつけ

てください。兄弟で記入が異なった場合は①希望とみなして選考します。

・同時に申込みされている場合の選考の流れについては、申し込みに関するＱ＆Ａ（本冊子

１６ページ）のＱ２を確認してください。
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祖父母の状況

児童の状況

確認事項

2

5

申請時点で育児休業を
取得中（予定）の場合

希 望 す る 月 に 入 所
で き な か っ た 場 合

　□ 無

　□ 有

　過去に保育所、家庭保育室、
　幼稚園等に預けていたことが

（施設名：　　　　　　　　　）
（退所日：　　　　　　　　　）

自宅で見ている

現
在
の
保
育
の
状
況

送迎の方法

住居の状況

 ①自家用車　②自転車　③徒歩　④バス　⑤電車　⑥その他（　　　　　　　　　　　　）

 ①自家　②借家（家賃　　　　　円）　③親戚宅に同居（家主：　　　　　　　　　　　　　　　　）

□就労　□疾病・障がい　□無職　□その他

無　・　有（指摘事項：　　　　　　　　　　　　　　　　　）・未診

無　・　有（指摘事項：　　　　　　　　　　　　　　　　　）・未診

無　・　有（指摘事項：　　　　　　　　　　　　　　　　　）・未診

　　　　　　　　 病院・施設名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　）

母
方

1
保育所・幼稚園
・認可外保育施
設に預けている

 施設名：　　　　　　　　　　　　　　　　所在地：

 ・利用日数：週　　　日利用　　・保育時間：　　　時　　　分 ～ 　　　時　　　分

 ・入所日：　　　　年　　月　　日入所　　／　　月額保育料：　　　　　　　円

歩　　行

発
達
状
態

 小便（　一人で可 ・ 一人で不可　）　　　　　大便（　一人で可　・　一人で不可　）

 普通　・　遅め　・　日本語を教えていない　・　その他（　　　　　　　　　　　　）

 良　・　不良　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　 障害手帳　　（　　　　級）・ 服薬（ 朝 ・ 昼 ・ 夕 ・　　　　　　　　）

乳幼児健診時の
指 摘 事 項

 無　・　有（症状：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 無　・　有（症状：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　慢性疾患等
（病気や発達のこと
で治療や相談をして
いる病院・施設）

 無　・　有　→　病名・症状　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　）

 ①自宅保育（母 ・ 父 ・　　　　　　）　②職場に連れていく（母 ・ 父 ・　　　　　　　　　　）

 ③親戚・知人等に預ける（保護者との関係：　　　　　）　④その他（　　　　　　　　　）

3
職場に連れて
行っている

4
親戚・知人等に
預けている

視　　覚  良　・　不良　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

心 身 の 障 が い

ア レ ル ギ ー

大 き な 病 気

健
康
状
態

排　　泄

言　　語

聴　　覚

父
方

申請子どもとの続柄 氏名・年齢 住所 日中の状況

（　　歳) 同居・（　　　　　　　　　　　　　　　　）

兄 弟 姉 妹 で 同 時 に
申込みされている場合

①同時期に同じ保育所に入所できる場合のみ入所する

②別々の保育所でも同時期なら入所する

　□同じ保育所に入所できるなら希望順位を落とすことも可能

　□それぞれの希望順位を優先する

③１人でも入所させ、待機の兄弟姉妹は、他の預け先に預ける

　⇒①預け先（予定）職場に行く　②親戚・知人に預ける　③その他（　　　　　　　　 ）

４か月児健診 無　・　有（指摘事項：　　　　　　　　　　　　　　　　　）・未診

１０か月児健診

１歳６か月児健診

３歳児健診

 無　・　有（症状：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 具体的な状況：

生活保護の適用の有無  適用なし・適用あり（　　　年　   月　  日保護開始）

育休後の予定

　　　①直ちに復職希望　　②希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる

 無　・　有　（具体的な状況：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
健 康 上 ま た は 発 達
上 、 気 に な る こ と

宗教上の理由で食
べられないもの

祖父

祖母

祖父

祖母

有・無

有・無

有・無

有・無

 母 ・ 父 ・ 祖母 ・ 祖父 ・ その他（　　　　　　　　）

2

5
の
方

 母 ・ 父 ・ 祖母 ・ 祖父 ・ その他（　　　　　　　　）

 職場内託児施設：　有（有料・無料）　・　無

 保護者との関係：

 保育場所：

 無　・　有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 できる　・　できない（寝返り　・　はいはい　・　つかまり立ち　・　よちよち歩き　）

そ　の　他

☑就労　□疾病・障がい　□無職　□その他

☑就労　□疾病・障がい　□無職　□その他

□就労　□疾病・障がい　☑無職　□その他

○田　○美（70歳)

同居・（　××県○○市××－○　　　　　）

同居・（　××県○○市××－○　　　　　）

同居・（　八潮市×丁目×番地　　　　　　）

   ☑

×川　×朗（64歳)

×川　◇江（65歳)

児童の年齢に応じて受けるべき検診の結果について、無・有・未診のいずれかに○をつけ、

有の場合は指摘事項を記入してください。

・心身の障害やアレルギー、宗教上の理由で食べられないもの、大きな病気、慢性疾患に

ついて該当する場合は有に○をつけ、内容について記入してください。

・アレルギー及び宗教上の理由で食べられないものについては、できるだけ詳細に記入し

てください。

発達状態や気になることについて、現在の状況を記入してください。

・就労事由で申請する方が、申請時点で育児休業を取得（予定）

している場合はいずれかに○をつけてください。

②に○をつけた場合、令和６年度八潮市保育所入所選考基準調

整指数24（本冊子１０ページに該当し、４０点の減点があります。

現在の住居の状況、申請時点で予定している保育所等への送迎の方法および希望する月

に入所できなかった場合の保育方法について、記入してください。

・兄弟姉妹で同時に申込みされている場合は、兄弟それぞれの申請書の同じ番号に○をつけ

てください。兄弟で記入が異なった場合は①希望とみなして選考します。

・同時に申込みされている場合の選考の流れについては、申し込みに関するＱ＆Ａ（本冊子

１６ページ）のＱ２を確認してください。

１２．その他の保育                            

【一時保育】   
 保護者の勤務形態、疾病、入院、その他家庭の状況等により、緊急、または一時的に保育ができない

場合、コビープリスクールやしおステーション・八潮かえで保育園で児童をお預かりします。  
対象となるのは八潮市民（八潮かえで保育園は八潮市在勤の方を含む）であり、集団保育が可能な満 
１歳以上の児童です。  
 一時保育を利用する場合は、各施設で事前に登録が必要となります。登録に必要なものや混雑状況、

食事・おやつ代などの詳細は、直接各施設にお問い合わせください。  
実施施設  住所・電話番号  保育時間  利用料金  

コビープリスクール 

やしおステーション 

大瀬一丁目 1番地 1 
電話（一時保育専用）995-5609

電話（右記の時間外）：994-5606

月曜日～日曜日、祝日 

午前 8 時 30 分～午後 4 時 30 分 
400円/1時間 

八潮かえで保育園 
「一時保育室あんず」 

大瀬二丁目 1番地 8 
電話：994-3007 

月曜日～金曜日 

午前 8 時 45 分～午後 4 時 45 分 

※令和５年１０月１日時点で運営中の事業所のみ掲載しております。 

※現在認可保育施設に入所中の方は、日曜日、祝日のみ利用可能です。  
※各施設の保育園で行事予定がある場合及び保育体制･環境が整わない場合や、年末年始（12月 29日～1月 3 日）は休所

となりますので、あらかじめご了承ください。  

 
【病児保育】   

 病気またはその回復期にある児童をお預かりする施設です。病気やけがにより保育所や幼稚園、学校

などに通園・通学ができない児童や、保護者の都合でご自宅での看護が困難になった児童を一時的にお

預かりします。  
 病児保育を利用する場合は、市役所子育て支援課または花心病児病後児保育室へ、事前に利用登録が

必要になります。  
 
○対象児童

次の全てに該当する児童が対象となります。

  

・市内在住で、利用日時点で生後６か月から小学校３年生までの児童  
・児童が病気の回復期に至らない病児または病気の回復期にある病後児であり、当面、症状の急変が認

められないこと  
・保護者の勤務等の都合で家庭での保育ができないこと・医師が病児・病後児保育事業の利用を認めて

いること  
 

実施施設  住所・電話番号  保育時間  利用料金 QR コード  

花心病児病後児保育室 
（やしお子心保育園併設）  

二丁目 1068 番地 1  
電話 948-8562 

月曜日～金曜日 
（祝祭日・年末年始除く）  

午前 8時～午後 6 時 

2,000円/1日 
（生活保護世帯は無料）  

 

※おむつなどが足りなかった場合は、別途実費がかかります。  
※感染力の強い病気や入院が必要な場合など、疾患や症状によりご利用をお断りさせていただく場合がありますので、  

あらかじめご了承ください。  
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１３．八潮市内の認可外保育施設について  
 
　認可外保育施設を利用する場合は、各施設へお申込みください。混雑状況や保育内容、利用料金な

どの詳細は、直接各施設にお問い合わせください。  

施設名  
住所  

電話番号  
サービス  

内容  
受入れできる

年齢  
備考  

 
八潮学園  

 
 

二丁目 948番地 1  
電話：997-0401  月極  3歳児～就学前  

・無償化対象施設 
・送迎バスあり 
・外国人講師の英語レッスンあり 

（八潮学園ホームページ） 

菜の花家庭保育室  
八潮三丁目 8 番地 8  
電話：999-9570  

月極
 

一時預かり
 

 

0歳児（生後 3

ヶ月）～学童  

お子さんの月齢によって、菜の花家庭保

育室(八潮三丁目 8番地 8)、第四(八潮三

丁目 4番地 2)のいずれかで保育します。 

※上記の施設は、八潮市へ認可外保育施設としての届出をしている施設かつ令和５年１０月６日時点で運営している

施設のうち、保育のしおりに施設情報を掲載することにご了承いただいている施設です。 
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※行事等によりご希望日時にそえない場合があります。 ご了承ください。

※費用は無料です。

 

   公立保育所では、地域の子育て支援として、保育所見学や育児相談等を

随時受け付けています。

   申し込み、お問い合わせは、直接、各保育所にお願いいたします。（要予約）

 

○期間：5月から2月

○対象：市内に居住する就学前の親子

○利用時間：午前10時～11時

すくすく子育て（保育所開放）

©八潮市

施設No
1
2
3
4

保育所名
 八条保育所
 伊草保育所
 古新田保育所
 南川崎保育所

住所
 八条１５６７番地
 伊草372番地
 古新田10番地
 南川崎207番地1

電話番号
 996 -3656
 996 -3657
 996 -3500
 996 -9642
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